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宜 議 第 ５ ８ ９ 号  

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ２ 日 

議 長 

呉屋 等 殿 

経済建設常任委員会      

委員長  知名 康司

  

 

委員会審査結果について（報告） 

 

第４５２回宜野湾市議会定例会において、本委員会に付託された案件の審査を終了いたし

ましたので、各案件の報告書及び会議録の写しを添えて、委員会条例第２９条の規定により、

その結果を報告いたします。 

 

 

 

１．委員会活動 

期 間 

期 日 

会 議 

月 日 
備考 

令 和 ５ 年 

９ 月 １ ３ 日 

令 和 ５ 年 

９ 月 １ ３ 日 

議案第５０号、議案第５１号、議案第５４号、 

議案第６２号、議案第６３号、議案第６４号、 

陳情第９号 

令 和 ５ 年 

９ 月 １ ４ 日 

令 和 ５ 年 

９ 月 １ ４ 日 

議案第６５号、議案第６６号、議案第５９号、 

議案第５７号、陳情第１９号 

令 和 ５ 年 

９ 月 １ ５ 日 

令 和 ５ 年 

９ 月 １ ５ 日 

陳情第１３号、陳情第１４号、認定第３号、認定第４号、

認定第７号、議案第５０号、議案第５１号、 

議案第５４号、議案第５７号、議案第５９号、 

議案第６２号、議案第６３号、議案第６４号、 

議案第６５号、議案第６６号、陳情第９号、 

陳情第１０号、陳情第１９号 

令 和 ５ 年 

９ 月 ２ ２ 日 

令 和 ５ 年 

９ 月 ２ ２ 日 
陳情第９号 

会議日数 

４日間 
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２．会議事項 

議  案 

番  号 
件     名 

付  託 

月  日 

議  決 

月  日 
結  果 

議 案 

第５０号 

令和５年度宜野湾都市計画宇地泊第二

土地区画整理事業特別会計補正予算

（第１号） 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 
原案可決 

議 案 

第５１号 

令和５年度宜野湾都市計画佐真下第二

土地区画整理事業特別会計補正予算

（第１号） 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 
原案可決 

議 案 

第５４号 

令和５年度宜野湾都市計画西普天間住

宅地区土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号） 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 
原案可決 

議 案 

第５７号 

宜野湾市建築基準法施行条例の一部を

改正する条例について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 
原案可決 

議 案 

第５９号 

令和５年度西普天間住宅地区区画道路

築造工事（１工区）請負契約について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 
同 意 

議 案 

第６２号 

宜野湾市西普天間住宅地区区画道路の

電線共同溝工事の委託に関する令和５

年度協定の締結について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 
同 意 

議 案 

第６３号 

令和４年度宜野湾市水道事業会計剰余

金の処分及び決算の認定について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 

原案可決 

及び認定 

議 案 

第６４号 

令和４年度宜野湾市下水道事業会計剰

余金の処分及び決算の認定について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 

原案可決 

及び認定 

議 案 

第６５号 

宜野湾市立体育館改修工事（建築）請負

契約について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 
同 意 

議 案 

第６６号 

宜野湾市立体育館改修工事（機械）請負

契約について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 

令 和 ５ 年 

９月１５日 
同 意 

認  定 

第 ３ 号 

令和４年度宜野湾都市計画宇地泊第二

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 
― 

継 続 

審 査 

認  定 

第 ４ 号 

令和４年度宜野湾都市計画佐真下第二

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 
― 

継 続 

審 査 

認  定 

第 ７ 号 

令和４年度宜野湾都市計画西普天間住

宅地区土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

令 和 ５ 年 

９月１３日 
― 

継 続 

審 査 
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陳 情 

第 ９ 号 

インボイス制度(適格請求書等保存方

式)の実施延期を求める陳情 

令 和 ４ 年 

１２月８日 
― 

継 続 

審 査 

陳 情 

第１０号 

有機フッ素化合物(PFAS)汚染から県民

の健康と生命を守る陳情 

令 和 ５ 年 

３ 月 ３ 日 
― 

継 続 

審 査 

陳 情 

第１３号 

西普天間地区モデル街区土地利用につ

いての陳情 

令 和 ５ 年 

３ 月 ３ 日 
― 

継 続 

審 査 

陳 情 

第１４号 

西普天間地区の区画整理事業モデル街

区に関する陳情 

令 和 ５ 年 

３ 月 ３ 日 
― 

継 続 

審 査 

陳 情 

第１９号 

「女性の人材育成」並びに「環境」につい

ての陳情 

令 和 ５ 年 

９月１３日 
― 

継 続 

審 査 
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経済建設常任委員会会議録 

 

○開催年月日  令和５年９月１３日（水） １日目 

午前１０時０４分 開会 

午後 ４時０８分 散会 

○場   所    第２常任委員会室 

○出席委員（７名） 

委員 長 知 名 康 司  副委員長 宮 城 政 司 

委  員 濱 元 朝 晴  委  員 又 吉  亮 

委  員 下 地  崇  委  員 宮 城  優 

委  員 嶺 井 拓 磨    

 

○欠席委員（０名） 

建 設 部 

次 長 
城 間  勝 也 

 市 街 地 整 備 課 

課 長 
嶺 井  実 克 

市 街 地 整 備 課 

工 事 一 係 長 
仲 間  淳 

 市 街 地 整 備 課 

工 事 二 係 長 
真 志 喜  徹 也 

市 街 地 整 備 課 

計 画 係 長 
桐 澤  秀 明 

 市 街 地 整 備 課 

計 画 担 当 技 査 
山 本  直 哉 

市 街 地 整 備 課 

計画係主任主事 
森 永  穣 英 

 市 街 地 整 備 課 

計 画 係 技 師 
大 城  す ず 香 

上 下 水 道 局 

次 長 
新 垣  勉 

 総 務 企 画 課 

経 理 係 長 
神 田  恭 子 

総 務 企 画 課 

経理係主任主事 
米 須  清 貴 

 総 務 企 画 課 

経 理 係 主 事 
平 良  美 香 

業務サービス課 

課 長 
座 間 味  睦 子 

 業務サービス課 

業 務 管 理 係 長 
親 川  巧 

業務サービス課 

排 水 設 備 係 長 
戸 田  海 士 

 水 道 施 設 課 

課 長 
高 宮 城  淳 

水 道 施 設 課 

水 道 管 理 係 長 
小 那 覇  啓 樹 

 下 水 道 施 設 課 

課 長 
中 本  益 丈 

下 水 道 施 設 課 

下水道管理係長 
永 山  悟 

 下 水 道 施 設 課 

下水道整備係長 
山 内  智 博 

○説明員（２０名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○参考人（０名） 

○議会事務局職員出席者 

主 事 又 吉  竜 希 
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○本日の委員会に付した事件及びその審査順序 

（１）議案第５０号 令和５年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計補正予 

算（第１号） 

（２）議案第５１号 令和５年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号） 

（３）議案第５４号 令和５年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号） 

（４）議案第６２号 宜野湾市西普天間住宅地区区画道路の電線共同溝工事の委託に関する令

和５年度協定の締結について 

（５）議案第６３号 令和４年度宜野湾市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

（６）議案第６４号 令和４年度宜野湾市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい 

               て 

（７）陳情第 ９号 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施延期を求める陳情 
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第４５２回宜野湾市議会定例会（経済建設常任委員会） 

 

令和５年９月１３日（水）第１日目 

 

〇知名康司 委員長 おはようございます。ただいまから経済建設常任委員会を開会いたします。 

  これより議事に入ります。 

（開会時刻 午前１０時０４分） 

【議題】 

 議案第５０号 令和５年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

〇知名康司 委員長 議案第50号 令和５年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 それでは、担当課より議案第50号についての趣旨説明を求めます。よろしくお願いします。経済建設部次

長。 

          （執行部説明省略） 

〇知名康司 委員長 それでは、本件に対する質疑を許します。下地崇委員。 

〇下地崇 委員 よろしくお願いします。８万6,000円、決算が確定したものの繰越しということですけれど

も、使い道のめどというのはあるのでしょうか。この１点だけです。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 今回は、一般会計に繰り出すこのお金というのは執行残でございまして、特別会計から

一般会計に繰り出すので、特に予算を何に使うというのはございません。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 当てはないけれども、繰越しでしているので、受け入れたという認識を持っているのですけ

れども、これはほかのに持ち出すという、不足分にいくとかではなくて、繰越しだからずっと同じあげてい

くというものなのですか。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課計画係長。 

〇市街地整備課計画係長 令和４年度の、昨年度の歳入歳出の予算を計上して、その中でどうしても執行残

が出てくるものですから、その中で歳入として予定していた分、宇地泊の特別会計については一般会計から

の繰入金もいただいて予算を組んでいるのですけれども、その中で執行残が出たのが幾らですよということ

で確定したので、その分の残額については次の年の一般会計に戻すという形になります。それを一旦繰越金

として特別会計で歳入として受けてから、歳出として一般会計に繰り出すという補正をするというような形

になっています。なので、毎年度の会計が確定した時点で、決算が確定した時点で、その残額については一

般会計からもらった分は、そういうふうに一般会計のほうに戻させてもらうという形になっています。 

〇知名康司 委員長 ほかには。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 補正前の額が1,000円で、補正後８万6,000円にして、そうすると合計８万7,000円です。そ
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れで、総務管理費として歳出８万6,000円なのですけれども、この1,000円というのはどこに。御説明をいた

だけますか。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課計画係長。 

〇市街地整備課計画係長 1,000円につきましては、どうしても幾らの額になるかというのが分からないもの

ですから、費目として1,000円ある予算として当初は組んでいたというところなのですけれども、今お話があ

りますように、補正額が８万6,000円ですので、補正後の額は８万7,000円になるというところなのですけれ

ども、具体的には決算の中で細かい数字までは出てくるのですが、実際は８万6,722円という１円単位まで出

てくる金額になっているのですけれども、それを一般会計に戻すのですが、補正額としては1,000円単位にな

りますので、補正後の額は８万7,000円になるように補正させてもらって、実際にやり取りする額は８万

6,722円が実行していく額という形になります。８万6,722円繰り出すためには、予算として８万7,000円持っ

ていないといけないということで、８万7,000円になるように補正させてもらっています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。先ほどの御説明で、令和４年度の決算が確定した結果を踏まえて、

今回の補正予算という御説明だったのですけれども、今回令和４年度の決算はこれからすると理解している

のですが、なので確定前に補正予算を通してしまって、整合性というのはタイミング的に問題ないかなとい

うのが気になるのです。 

 認定第７号でしたか、宇地泊は。第３号で今回上程されていて、実際の委員会審議というのは10月ぐらい

ですか、やって。採決というのは12月議会です。そうしたら、今の時点では当局としては確定だとは思うの

ですけれども、議会としてはまだ審議中ではないですか。その状況で、この補正予算はその結果を踏まえて

の補正予算になるのですよね。そこは仕組み上というのですか、タイミングが決まっていないことを基に補

正予算を組んで、議決して問題ないのかなというところを伺いたいのです。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 上下水道局が本会議で認定を受けているとお聞きしますし、議会の制度上と僕は認識し

ていて、制度上というのも議会事務局のほうから閉会中でよろしいですかという、そういう御相談を我々さ

せてもらって、今宮城政司委員から言われたことを率直に当局の中でもどうなのだろうというところは正直

なところです。調べてみないと分からないところです。すみません。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 今回から、これまでの経済建設委員会というのは９月議会で決算までやっていたところを、

ほかの常任委員会と同じように議会の終了後の閉会中にこの決算審議をやるというやり方に変えようかとい

う議長からの提案もあって、そういうふうなことを計画しているのですけれども、なぜそういうふうになっ

ていったのかという部分が、今のメンバーよりももっと前の人たちが決めてきたことなのだと思うのです。

なので、ちょっと詳細分からない部分が私たちもあって、上下水道局に関しては多分この議会中ではないと

まずいというのがあるということなので、この期間中にやるという話になっているのですけれども、建設部

に関しても同じように整合性の部分だったり、もしかしたらほかの常任委員会でも同じようなことが起きて

いるかもしれないのですけれども、その辺り問題ないかを確認した上で進められたらよりいいなと思います

ので、急ぐ話ではないのですけれども、一応確認できる範囲で確認していただければと思います。お願いし
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ます。以上です。 

〇知名康司 委員長 ほかには。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 審査中の議案第50号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

【議題】 

 議案第５１号 令和５年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

〇知名康司 委員長 それでは、次に議案第51号 令和５年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 その前に担当課より議案第51号についての趣旨説明を求めます。お願いします。建設部次長。 

          （執行部説明省略） 

〇知名康司 委員長 説明がございました。 

 これに対して質疑ございませんか。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 １点だけお聞かせください。繰越金が出たときに一般会計のほうに戻すか、もしくは基金に

積み立てるかというところだと思うのですけれども、基金に積み立てる額は最低幾らとか何とか決まってい

ますか。要は、その中での内訳として、一般会計のほうに繰り出しするものと基金に積み立てるという支出

の仕方というものが何か決まっているのかどうか、お聞かせください。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 一般会計の繰り出しと基金の違いにつきましては、基金は基本的に保留地処分金を充当

する事業に充てるということなので、保留地処分金は保留地減歩で地権者からいただいた減歩に基づいて保

留地を処分して、それを基金に積み立てて、それをまた事業に執行するということなので、幾ら以上ではな

くて、保留地処分金が余れば、この辺については全て後で審議される西普天間の返還地に、全て基金は戻す。

一般会計については、一般会計から頂いたので、それが執行残として余った分はお返しするという形になっ

ております。以上です。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 今の説明であれば、基金のほうで使い道というものが決まっているので、これ以上積み立て

る必要がないというような認識になってしまったのですけれども。すみません。今佐真下の土地区画整理事

業基金が4,200万円、今残があって、今計画の段階でこの基金4,200万円あれば、全てほかのものは可能なの

か。ここに積み立てる必要がないので、255万8,000円を一般会計に全て繰り出すのか、まだ積み立てる必要

はあるけれども、今年は255万8,000円を一般会計へ繰り出すのかというところの説明を伺いたいです。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 今の話でいうと、令和４年度につきましては保留地処分金で事業を行うものは全て執行

していて、一般会計のものが執行残になったので、一般会計に戻すという形です。一般会計を基金に積むこ
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とはできない。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 一般会計のほうから繰り出しして使っていたお金を使って、その事業の余った分のお金を、

残を一般会計に戻すというような認識でよろしいですか。分かりました。以上です。 

〇知名康司 委員長 ほかに。よろしいですか。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 審査中の議案第51号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

【議題】 

 議案第５４号 令和５年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

〇知名康司 委員長 次に、議案第54号 令和５年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 これも担当課より議案第54号についての趣旨説明をいたします。建設部次長。 

          （執行部説明省略） 

〇知名康司 委員長 それでは、質疑等ありましたらお願いします。下地崇委員。 

〇下地崇 委員 お願いします。歳出の６ページ、３款１項１目の総務管理費の01、西普天間住宅地区土地区

画整理事業事務運営費で補助で91万7,000円が一般会計へ繰り出すということで、ここの認識では、あがって

きたものをまた一般会計へ戻すと、今又吉委員のお話を認識していたので、91万7,000円というのはその枠と

いうか、戻す金額91万7,000円というのは決まっている額だったのですか。それとも、その事業の運用の仕方

で、取りあえず91万7,000円だけ一般会計に繰り出すというふうに金額設定したのか、聞きたいのですけれど

も。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 今回のケースも執行残になりまして、その内訳が旅費と、あと原材料費の執行残なので

すけれども、旅費という部分も補助もとである内閣府なり国交省に要請とかということで、一般的にこれで

保留地処分金とか補助金を充てられない分、または工事で材料の検査等を受けるための旅費を設けていたの

ですけれども、4回ほど、1回行かなく、短縮なんですけど、旅費については行かなくなった。原材料費、補

助とか保留地処分金で充てられないものを一般会計でいただいたものが91万7,000円、が執行残として一般会

計へ繰り出しましたよということです。当初から決められたものをまるまる返すのではなくて、あくまで執

行残ということです。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 ありがとうございます。差し引いて4,257万2,000円残っていて、これがまた本年度の積立て

として運用、活用していく予算になるということでよろしいですか。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 
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〇市街地整備課長 そうです。 

〇知名康司 委員長 ほかには。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 ６ページの基金への積立金として4,257万2,000円、これは保留地処分金の剰余金ということ

での説明でよかったですよね、今の説明では。令和４年度までの保留地処分金の剰余金として4,257万2,000円、

これを基金の積立てにするということだったのですけれども、すみません。今補正の議論だとは思うのです

けれども、そうすると決算も関わってくるので、決算書のほうを今確認しているのですけれども、決算書の

中での歳入での保留地処分金というのはどこに記載されているのか、教えていただけますか。その確認をし

たくて、剰余金という部分の説明だったので。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時３５分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時３７分） 

 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 決算書のどこにというお話だったのですけれども、決算書の最後の478ページの中に、事

項別明細書の中に別個で金額が出ているので、最後の調書の５番、実質収支額、4,348万9,135円ということ

で、先ほどおっしゃった4,200万円の基金、プラス一般余剰金の91万7,205円を足した額がこの実質収支額に

なっています。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 それは理解できています。保留地処分金の剰余金ということでの説明だったので、保留地処

分金では令和４年度中に保留地処分をしての歳入があるという僕の認識なのです。それが、歳入の中でどこ

に記載されているかというところなのです。この実質収支額の4,348万9,000円というのは、要はトータルの

繰越金ですよね。トータルの余った繰越金を基金に積み立てるのと一般会計に繰り出しするのという２つの

部分に分かれている。これは理解できているのです。そのうちの基金に積み立てるうちのものの説明で、保

留地処分金の剰余金というような説明だったので、では保留地処分金の剰余金は決算の中でどこに明記され

ていますかということをお尋ねしたいのですけれども。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時３９分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時４７分） 

 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 今回の基金の余剰金につきましては、過去に、令和２年度に琉大さんに処分したものが、

令和３年度の決算書の中で歳入として６款の諸収入の３項保留地処分金というところに１度、保留地処分金

という決算を受けて、それからこの保留地処分金は基金に積み立てておりますので、それ以降につきまして

は保留地処分金という項目ではなく、基金という形を取って歳入歳出に、そういう処分金という言葉ではな

くて、基金に積み立てられたものを繰り出して執行していくということになります。以上です。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 
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〇又吉亮 委員 では、今の説明では、令和３年度段階で保留地処分したものを基金に積み立てて、令和４年

度段階では基金から取崩ししたものを執行していくので、基金に積み立てたものを取り崩して使っていく事

業の支出というものが決まっているので、そこから出た余剰分が4,257万2,000円で、なので基金にまた戻す

というような認識で当たっていますか。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 そのとおりです。 

〇知名康司 委員長 ほかに。ないですか。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 では、進行いたします。 

 審査中の議案第54号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

【議題】 

 議案第６２号 宜野湾市西普天間住宅地区区画道路の電線共同溝工事の委託に関する令和５年度協定の締

結について 

〇知名康司 委員長 それでは、議案第62号 宜野湾市西普天間住宅地区区画道路の電線共同溝工事の委託に

関する令和５年度協定の締結についてを議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 担当課より議案第62号についての趣旨説明を求めます。建設部次長。 

          （執行部説明省略） 

〇知名康司 委員長 それでは、本件に対する質疑を許します。質疑のある方。 

          （委員長、副委員長と交代） 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 ちょっとお聞きしますが、最初の電線共同溝工事の委託に関する令和５年度協定の締結と

いうことで上げられているのですけれども、大体今までだと契約案件みたいな形で出してきます。この方法

というか、この形式はなかなか見ないのですけれども、何か理由があるのか。随意契約の方法も含めて、何

か理由はあるのですか。 

〇宮城政司 副委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 先ほど提案理由の中で包括的な取組で工期の短縮、１番は開院開学が令和６年度末に控

えているので、それまでにどうしても終わらないといけない場所が結構な延長がありまして、またその後も

区画道路、地権者の皆さんに早期に返さないといけない土地、令和９年度末という事業期間もありますので、

電線共同溝だけではない、ライフライン全てを早期にやらないといけないということで知見、経験もある沖

縄電力さんとグループ会社の沖電工さんということで、いろいろ令和元年からずっとこういう計画を進めて

いく中で、沖縄電力さんが県のほうでこういう形で包括的な協定を結んで、３者、県、沖縄電力、沖電工さ

んとやっていたものを参考に、そういうやり方を参考に進めた結果が、委託に関する年度別の協定というこ
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とになっていまして、見積り結果を見てもらえたら分かるのですけれども、随意契約は基本100％、99％とか

その辺でやるのですけれども、我々は国が定めた積算を基準に予定価格を組んでいて、沖縄電力、沖電工さ

んから見積りを取ると100％近くではなく、やはり向こうもそれなりに自分たちの見積り、積算した金額、90％

を切るぐらいの金額で来ていたので、いい形の協定、包括的な協定なのかなと思っています。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 今契約というか、工事なのですけれども、年度で終了するのか、また継続して、例えばあ

る程度範囲がありますよね、工事の。そこが終わり次第、また次の契約が始まるのか。この契約の締結とい

う部分で。 

〇宮城政司 副委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 我々としては、１発で沖縄電力さん、沖電工さんと包括的な協定を結んでやるので、本

来なら令和８年度まで１発でやりたいところなのですけれども、これ国の補助をいただいて、国交省の。幹

線については社会資本整備総合交付金、区画道路については無電柱化推進事業費という補助金がまたありま

して、その補助元にそれぞれの年度別の計画を出して、また県は全県を担っているので、配分という形で宜

野湾市だけではなくて、それぞれなので、その年度ごとに補助金の分、我々がもちろん概算を出して、それ

をやりたいということで補助をつけていただきますけれども、その年度、年度で補助金を得た形でその分を

執行するという形でやっているので、年度の委託包括協定になっています。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員長。 

〇知名康司 委員 もう一つ、最後にただこの事業が特殊な事業なのかどうか、そこでなのか、沖縄電力さん

と沖電工という、限られた業者が指定されているのですけれども、ほかの企業は厳しいのですか。 

〇宮城政司 副委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 電線共同溝のほう、特殊人孔がありまして、下水道をイメージしていただければなので

すけれども、大きい人孔があって、そこで人が入って、入線とかする人孔があって、そこからすごく何十も

枝が入線する、通信なり電気、またケーブルテレビとか、そういうのがたくさんあるのですけれども、人孔

を設置するとか、そういうところは一般の土木工事、業者さんでもできるとは思うのですけれども、その後

追いでもっと入線、線を入れていかなければいけない。後追いでですね。そこが沖縄電力の子会社である沖

縄電工さんしかできないということなので、一旦一般の土木屋さんがやったとしても、その後追いでどんど

ん、どんどん詰めていかないといけないということなので通常７年と言われているのを４年で、７年で積算

する際の標準的な工期を出すと７年ということだったのですけれども、沖縄電力さんとの話合いでは４年で

完了させるというお話なので、それも含めて県、国にお話しして、そういう包括的な協定を結んでいきます

よというお話で進めています。 

          （副委員長、委員長と交代） 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。この事業というのは、令和４年度からスタートしたのですか。す

みません。いつ始まった。毎年、毎年度契約、こういう協定を結んでいくのだと思うのですけれども、いつ

からスタートして、いつまでの予定か。先ほどの説明の中であったと思うのですけれども、明確に説明いた

だけませんか。いつからいつまでか。 
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〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 令和３年度から、設計ですね、引込みとか、そういう道路の埋設、また上下水道との調

整もありまして、令和３年度に設計して、工事は令和４年度から。令和８年度の完成に向けて進めていると

ころです。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 令和３年度の設計ということ、この協定を結んだのは令和４年度からということなのです

か。設計の時点で…。 

          （「設計から結んでいます」という者あり） 

〇宮城政司 委員 分かりました。その上で、この令和８年まで、毎年度工事場所が変わると、広げていくと。

何かその全体の絵がもしあれば、今回の審議には間に合わないと思うのですけれども、そういう地図とかが

あって、令和４年度はここをやったよ、令和５年度はここの予定でやっていますよ、令和６年度以降はまだ

未定かもしれないのですけれども、そういうのがあるとイメージしやすいかなと思った。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 当然令和４年度から始まっているので、令和８年度までの計画している図面に落とし込

んだものをお示ししたいと思います。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 急ぎではないので、何か資料としてここで委員の皆さんに見せてもらえたらなと思います。 

 これ、今回の議案は令和５年度の協定の締結についてで、今の今年度です。ちょっと締結している内容を

把握できていないところもあるのですけれども、令和５年度の工事に対する締結は、令和４年度に事前にや

って令和５年度を始めるという感じなのかなと思ったのですけれども、令和５年度に、今の時期に締結する

としたら、令和６年度の工事に対する締結とかではないのですか。その辺りの説明をお願いします。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 今回区画道路の電線共同溝です。区画道路をまさに道路ができないと埋設できない。区

画道路内に収めるので。今、区画道路を建設中で、その後追い、本当に工事、土工ができたらどんどん入っ

ていく。現場は大変なのですけれども、そういう形で今の時期やっているので、令和５年度区画道路の築造

を後追いで今回、電線共同溝工事が入っていくというイメージです。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 今の御説明は、道路の工事の進み具合に応じてどんどんやっていくとは思うのですけれど

も、この見積りをしている工事の範囲というのはどうやって決まるのかなというのがあって、道路次第だと

言われると、見積もりしたときに工事の範囲というのはある程度道路もまだできていないところまで見積り、

令和５年度内でやれるということで見積もられているのですか。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 平面的には、今回我々が区画道路を発注していくというのは分かるので、高さ関係等あ

りますし、それに基づいた発注をして、沖電工さんが見積もりを出したということなので、現場はまだでき

ていない、この当時見積りをしたときに現場はできていないかもしれないのですけれども、図面を見ると高

さ関係も分かりますし、積算が、いわゆる見積りが可能だと思います。 
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〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。多分そうだと思うのですけれども、そうであれば令和５年度の道

路工事の計画があれば、それで見積りができるのかなと思ったのです。それを踏まえたら、令和５年度の協

定というのは令和４年度のうちに終わらせて、令和５年度で工事をスムーズに進めるというのが、どっちか

というと一般的な進め方かなと思ったのです。この９月の段階で、令和５年度が始まってもう何か月もたっ

ています。それでこの協定が決まる。この時期のずれみたいのを感じたのですけれども、ここでないと駄目

だというきっと何かがあるのだと思ったのですが。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 政司委員おっしゃるように、早ければ早いほどいいのですけれども、この道路の進捗な

り、今年度で終わらすボリュームだったりというタイミングが今の時期でありまして、本来なら本当は６月

議会に上げたいぐらいのものだったのですけれども、なかなか工事なり、補助元であったりいろいろなもの

が重なって、今回９月になったということです。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 そういった事情があるのだろうなと思います。この契約、協定、令和５年度ということな

ので、例えば令和６年度の４月とかというのは、この協定では対応できない。それとも繰越し的な感じでで

きるのですか。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 委託包括協定ではあるのですけれども、我々考えているのは工事ということで捉えてい

まして、万が一繰り越すケースが出てきた場合は、そういう対応を取るということになります。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 分かりました。ありがとうございます。 

 １点だけ最後、前回、令和４年度の計画、大分上がっていると思うのですけれども、令和４年度の協定の

ときの金額、令和５年度と差がある。違いがあるのは当然なのですけれども、上がっていて、この辺りがそ

もそもの工事範囲が大きく増えたから上がっているという感じの理由なのか、それともいわゆる物価高とか

というものに影響されているのか。両方ということかもしれないのですけれども、その辺りは。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 もちろん物価高騰もあるのですけれども、一番の違いは今回は区画道路なのです。歩道

がない区画道路。前年度には幹線道路、歩道があって、区画道路については人孔、特殊ますというのですか、

そういう設置場所がなかなか限られているので、そういう工法もいろいろ検討しながら、一概に電線共同溝

の高い安いという判断ではなくて、単純に区画道路か幹線道路、工事の内容でもちろん物価高騰も当然ある

ということです。 

〇知名康司 委員長 ほかに。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 今技術的に沖縄電力と沖電工さんしかできないというようなところであったのですけれど

も、これ令和８年度までやっていって、単年度で協定を結んでいくわけではないですか。例えば令和６年度、

令和７年度、令和８年度とかに宜野湾市内にこの技術を持った業者が出てきた場合には、ほかの業者との協

定も可能ということの認識でよろしいでしょうか。 
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〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 西普天間については、先ほども言いましたけれども、早期に、琉大開院開学の後はどう

なのだというお話なのですけれども、おっしゃるとおり、市内業者でできる業者が出てきたらということも

あるのですけれども、今回基本協定、これ年度協定なのですけれども、基本協定の中に下請で協定の中で市

内業者を優先的に使いましょうという文言も入れておりまして、その辺で市内業者を今のところ下請でもな

かなかできないという、実際入っていない状況なのです。なので、今後できるという業者が出てきたら、下

請なり、直接結ぶのは基本協定の中でもうたっているので、西普天間についてはですね。できるのかなとい

うことはあると思う。建設部に限っては、西普天間線と門前町の外周道路が今後電線共同溝工事を行う予定

なので、そこについては包括的な協定を結ばないということを聞いていますので、今後市内業者でできると

ころがあれば工事なり、電線共同溝、単発、単発でやっていけるのかなと思います。以上です。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 今あったように、西普天間住宅地区のものの中での基本協定というふうに先ほどおっしゃっ

ていて、その中に下請で市内業者を積極的にというところではあったのだけれども、現状今その技術を持っ

ていないので、なかなか下請としても入ってこれないというような説明だったのですけれども、私が聞きた

いのは、その技術を持ったときに沖電工さんに替わることが、市内業者が技術を持ったときに入ることは可

能ですかということなのです。要するに基本協定の中でもう既にこの２社が決まっていてというのが確定し

てしまっているのか、年度協定の中で市内業者が入る余地があるのか、その技術を持ったときに入る余地が

あるのかというのをお聞きしたいです。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 すみません。先ほどはちょっと聞き間違えて。基本協定で市内にもし電線共同溝をやる

としたら、沖電工さんと包括的にやるとしたら基本協定を結んでいます。また、その下に西普天間住宅地区

で電線共同溝をやるとすると３社でこの事業を進めていきましょうという協定を令和８年度までやりますと、

スクラム組んでやるということを協定で結んでいるので、今後できる会社がいます、市内業者がいますとい

うことがあっても、まずこの施工協定、西普天間で電線共同溝、幹線区画道路をやるとなると、この協定を

破棄してやらないといけないので、なかなか厳しいのかなと。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、基本協定の中で包括的にこの３者でやっていくというところなので、そこにこの協定

を破棄して、仮にこの技術を持った市内業者が出てきたとしても、包括協定を結ぶことが難しいであろうと。

ただ、今できるのは令和８年度までの段階で、下請として積極的にもしその技術を持ったところが出てきた

ら下請として使っていくことは可能という認識でよろしいでしょうか。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 そのとおりです。 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城優委員。 

〇宮城優 委員 ちょっと気になったので。先ほどの答弁で、通常７年かかる工事を４年でやりますというこ

との答弁があったと思うのですけれども、イメージ的に何か突貫工事をイメージしてしまうのですけれども、

働く人たちにとって安全面とかもちゃんと担保されているのかなというのがすごく気になったのですけれど
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も。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 安全面ということなのですけれども、もちろん沖電工さんは県でも特Ａクラスですし、

完了検査も含めて書類審査とか、そういうのを確認する中で、こういう形の市街地ではなくて、ちょっと閉

め切られている場所なので、琉大も含めて工事車両はすごく多いのですけれども、安全管理も含めて沖電工

さんは優れていると思いますし、突貫のイメージは、７キロ余りの電線共同溝をやるのですけれども、これ

を４年でやるということで我々は突貫というイメージなのですけれども、特に作業員を大量に投入してとい

うことではなくて、一般的な工事という形でやっています。 

〇知名康司 委員長 宮城優委員。 

〇宮城優 委員 安全面も考慮しての３年短縮というのはすごいなと思っていて、労災とかが起こるとイメー

ジが悪いので、注視していただきたいと思います。ありがとうございます。 

〇知名康司 委員長 ほかに。なければ進めてまいりますけれども。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 審査中の議案第62号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 午前の会議はこれで終わり、午後は２時から会議を開きます。休憩いたします。（午前１１時１６分） 

 

◆午後の会議◆ 

 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後２時００分） 

 これより午後の会議を進めてまいります。 

【議題】 

 議案第６３号 令和４年度宜野湾市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

〇知名康司 委員長 議案第63号 令和４年度宜野湾市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

を議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 担当課より議案第63号についての趣旨説明を求めてまいります。お願いします。上下水道局次長。 

          （執行部説明省略） 

〇知名康司 委員長 それでは、本件に対する質疑を許します。下地崇委員。 

〇下地崇 委員 初歩的な質疑で恐縮なのですが、負債資本とはそもそもどういうものを指すのか、教えても

らえますか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主任主事。 

〇経理係主任主事 経理係、米須と申します。御質疑にお答えいたします。貸借対照表の部分の負債と資本

の部についての御説明ということでよろしいですか。決算書の９ページ、貸借対照表の負債の部になります
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が、こちらは左側の資産の部の財源となる部分となっております。中身としましては、企業債、借り入れし

た財源だったり、未払い金だったり、資本の部になりますが、こちらは純資産になっております。左側の資

産の部から９ページの負債の部を差し引きして、残ったものが資本の部分ということになります。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 まずお伺いしたのは、負債資本、ではこの足し算、引き算で残ったもののお金の増減であっ

たりとか、今幾らあるかとか、そういうことを示したのが資本負債のものと考えてよろしいでしょうか。 

          （「はい」という者あり） 

〇下地崇 委員 ありがとうございます。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 今回決算書を見て、やっぱり目立つのが43ページと44ページ、ここを見たほうが分かりやす

いかな。特別利益と特別損失の部分でも過年度損益修正益と修正損の部分、ちょっと気になるなというとこ

ろなのですけれども、まず43ページの特別利益の過年度損益修正益、固定資産台帳整理に伴って長期前受金

戻入、93万7,400円、まず長期前受金戻入のほうから説明いただけますか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主任主事。 

〇総務企画課経理係主任主事 長期前受金戻入についてですが、こちらは減価償却費が取得経費を使用機関

全体に費用として割り振る一方で、その財源を収益として割り戻すことになります。今年度においては、営

業外収益の長期前受金戻入と特別利益の過年度損益修正益のほうに過年度分の長期前受金戻入が含まれてい

ます。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 特別利益の中に入れる数字としてめちゃくちゃでかいなと、1,400万円、特別利益の中で見

るとですね。損益修正益ということで1,400万円、大きい数字だったので、ちょっと目立ったなというところ

なのですけれども、固定資産台帳整理に伴うということは、それを過年度で計上しているということは、令

和４年度段階まで気づかなかった、固定資産の前受金戻入といって、補助を受けて何か資産を構築したとこ

ろを、台帳を整理していて、ちょっと資産の計算のミスというところで、その分計上しているはずなのです

けれども、890万円余りというのは。この長期前受金というものは、まずトータル何年分のものの長期前受金

で受けているのか。ここで過年度で計上しているということは、その長期前受金でどっさりと幾らか入って、

これを負債として貸借対照表の中では負債、こっち、損益計算書の中では特別利益という形で計上している

はずなのですけれども、トータル何年分の長期前受金のものを前受けして、過年度損益で修正したというの

が何年分なのかというのをお答えできますか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主任主事。 

〇総務企画課経理係主任主事 今回特別利益のほうに計上している長期前受金戻入については、一番古い取

得した資産では昭和52年度の資産から昭和59年度に取得した資産が対象となっております。水道の配水管の

耐用年数が40年となっておりますので、期間としては40年で割り振った金額のこれまでの累計ということで

す。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、昭和52年から昭和59年分の８年間の分の固定資産のミスというよりも、耐用年数は



18 

 

40年なので、減価償却のものが過ぎていたけれども、固定資産台帳の中で減価償却をそのまましてしまって

いたということなのですか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主任主事。 

〇総務企画課経理係主任主事 除却をしていなかったという状況でして、資産の。水道管の配水管が耐用年

数40年になるので、担当者も１人で取得から除却まで見るわけではなく、担当者も代わったり、また台帳シ

ステムとマッピングで登録する部署も違うことがありますので、そういうのでずれが生じたということです。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 私の理解が正しいのか、ちょっと確認なのですけれども、耐用年数40年なので、本来であれ

ば７年前に除却をして、終了していないといけなかったものを除却していなかったので、その分を前受金戻

入という形で負債からこっちに入れてきたという。損益の中の特別利益に入れてきたという認識でよろしい

ですか。 

                  （「はい」というものあり。） 

分かりました。ありがとうございます。 

 では、もう一つ続けて、その次のページ、44ページの、これも同じような質疑なのですけれども、固定資

産台帳整理に伴う固定資産除却費2,200万円、これはその次のページを見たほうが分かりやすいですか。その

次のページの構築物の減少の中で一部除却52件と全部除却４件ということであるのですけれども、またこれ

とは別のものなのか。それとも、さっきの話をしているのと共通しているものなのか、ちょっと御説明いた

だけますか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主任主事。 

〇総務企画課経理係主任主事 決算書46ページの固定資産の（１）、有形固定資産のア、構築物の減少額１

億2,617万5,478円についてですが、こちらは通常の除却と過年度分の除却を合わせた件数になっております。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、過年度分の件数はこの中に含まれているということなのですか。過年度分の件数は何

年なのか、教えてください。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主任主事。 

〇総務企画課経理係主任主事 過年度分の除却件数が42件になります。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、その42件の構築物、除却した財産、資産なのですけれども、何なのでしょうか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主任主事。 

〇総務企画課経理係主任主事 こちら、資産は水道の配水管になります。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、先ほどの特別利益のところで話をしていたものと同じものというふうに考えていいの

ですか、この52年から59年までの除却をしていなかった部分の計上になっているのか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主任主事。 

〇総務企画課経理係主任主事 先ほど御説明したものと同じ内容になっております。 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城優委員。 
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〇宮城優 委員 先ほど７ページの建設改良積立金、この普天間が返還した後の水道事業というのですかね、

総額どれぐらいかかるのかとか、そういう積算をされているのですか。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 先ほどの説明の中で、普天間跡地という例題を出したのですけれども、これだけではな

くて、今からやります大山の土地区画整理とか西普天間もございます。新たなコリドー地区とか、そういっ

たところもございますので、大きいところをまず例題として、そういうところもありますという例示として

挙げておりまして、積算等は行っております。 

〇知名康司 委員長 宮城優委員。 

〇宮城優 委員 では、宜野湾市全域のこれからこういう事業をしていくという認識でいいの。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 新しい開発に伴う新規のものだったり、あとは老朽管、耐震化とか、そういったのもご

ざいますので、全域という形。 

〇知名康司 委員長 宮城優委員。 

〇宮城優 委員 これは、何年度から積み立てして、積立金として今はどれぐらいあるとか数字も分かります

か。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 決算書の９ページの７の剰余金、（２）の中のロ、建設改良積立金、ここにございます22億

5,000万円余りが現在の積立額としてありますが、これが何年度から始めたというのはちょっと資料として手

持ちにございませんので、はっきり分かりません。すみません。 

〇知名康司 委員長 ほかに。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 教えていただきたいのですけれども、公営企業会計って、どこか監査等は、議選の監査とこ

の監査以外に、どこからか指摘を受けたりするような機関があったりするのですか。チェックが入るとか。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 会計事務所のほうに委託して、チェック等を行っておりまして、そこでいろいろ条項等

に合致しているか、あと決算が間違いないかとかいう支援業務を委託しております。どちらかから指摘とい

うところはございません。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 直接この決算に関わっているのかどうか、ちょっと分からないのですけれども、さっき言っ

た特別利益とかの部分で、過年度損益の部分で、通常の企業会計とかであれば結構株主さんだったりとかに

指摘を受けるところは、こういった会計を見ている人たちに特別利益とか特別損失で計上すべき額ではない

というようなぐらいの結構大きな額が入っているなというところだったので、例えばこれを見たところでど

こからかの機関、国の機関なのか、県の機関なのか分からないのですけれども、公営企業会計の中でこうい

うふうにやっていたら危ないよ、気をつけてねというような、この除却をしていなかったとか、例えば固定

資産の積算の仕方が、計算というか、見積もりが甘かったというか、試算の部分が余ったとかいうような指

摘を受けるという、そういった機関はあるわけではないということなのですか。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 
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〇上下水道局次長 会計事務所のほうに処分の仕方なり、計上の仕方なりは確認を取りながらやっていくの

ですけれども、金額の大小に関して別の機関から指摘があるということはございません。 

〇知名康司 委員長 ほかには。 

          （委員長、副委員長と交代） 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 ３、４ページの資本的収入及び支出の上のほうと下のほうで、一番下のほうに資本的収入

額が資本的支出額に不足する額１億5,626万2,325円とありますけれども、これは後ろの減債積立金、あるい

は過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填したということにな

っています。毎回こんな感じで出てくるのですけれども、これは実際それで補填できたのだけれども、でき

ない場合もありますか、水道事業の中で。 

〇宮城政司 副委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 ４条予算については、収支のほとんどが赤字になる。というのは、例年補助金等の収入

で賄っておりますので、例年赤字にはなりますが、この補填財源として要望があれば、計上される収入とは

別に現金として蓄えがあるとされるものは充当できるということになっていますので、ほぼ充当できている

という考えです。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 あとは、次のページの下のほうの枠に当年度未処分利益剰余金１億7,789万9,316円とあり

ますけれども、これは最初の上の説明、営業収益の中で次長が、今回水道基本料金４か月分免除したと説明

がありました。４か月分免除というのはかなり大きい額だと思うのです。ちなみにこの額が分かれば教えて

いただきたいのですけれども。この中で免除した分もありながら、また利益が出るということは、水道事業

自体がかなり利益が出ているということになりますか。 

〇宮城政司 副委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 まず、新型コロナウイルス感染症対策、経済対策ですけれども、６月から９月の４か月

分で、実績としましては基本料金の影響額2,429万7,000円であったのですけれども、それに対して1ページの

ほうの収入の第２項のほうに営業外収益、補正予算額として1,200万円、これは３月議会で計上しております

けれども、これは地方創生臨時交付金が対象となりますので、これは補助金として受け入れてございます。

あと、収益に関しても令和４年度に関しては、これまでの緊急、感染対策の緩和がありまして、営業収益が

上がっておりますので、その分の収益もございましたので、利益が出ているというふうになっております。 

          （副委員長、委員長と交代） 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。今の委員長の質疑に近いと思っているのですけれども、監査の意

見書のところの10ページ、説明いただいているとおり、決算の純利益が出ている状況だと思うのですが、第

４の結びというところの一番下のほうでいくといろいろ説明がある上で、そして今後の水道事業を取り巻く

経営環境が厳しい状況が続くものと考えられるという言葉があります。純利益が恐らく今年度だけではなく、

これまでも黒字で来てはいると思うのです。それでも、将来を見越した積立てだったりということも踏まえ

て、現状としては厳しい状況という認識は次長、当局もお持ちなのですか。 
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〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 現状としましては、建設改良積立ても行っておりますので、すぐ厳しい状況ではござい

ませんが、結びのほうにもございますように、先ほど説明しましたこれからの西普天間とか、老朽化の改良

とか、そういったのが出てきますので、それに多額の費用がかかってきますので、そこで建設改良積立てな

りを使っていって、それでも足りなくなるという可能性が出てくる。この場合は、今まだ体力があるうちに

積立てをしながら、現状としてそこまで厳しいという状況ではございません。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。今後の周辺環境とか、大山とか、おっしゃったような事例がある

と、想定されることはあると思うのですけれども、老朽管の更新というのは現在進行形で始まっているもの

だと、新しい場所ではなく、既に住んでいる、現状住宅地とかでも出てきていると思っているのですけれど

も、そちらに対しては一定の支出で毎年計画を立てて、積立てから崩してとか、やりくりしながら進めてい

る状況ですか。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 本来なら補助事業も対象となる事業ではございますが、現在補助の配分がかなり減って

きている状況なのですが、やはりこれは漏水とかが懸念されますので、また重要施設の周辺とか、そういっ

た管については早急に耐震化なり、更新していかなければいけないですので、単費をつぎ込みながら平準化

も図って、計画的に実施している状況です。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 平準的に毎年度ある程度の水準でやりつつ、さらに今後大きな老朽管の更新というのが見

込まれるから、積立てをやっても厳しい状況が続くものと考えられると監査が言っているというふうな理解

で合っていますか。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 改良等もございますが、収入も落ち込んでくる可能性もあるということで、監査の言っ

ているとおり、節水型とか少子高齢化とか、人口の減少もございますので、収入も恐らく減ってくるのだろ

うという懸念もございますので、そういったことで厳しくなるというふうに考察すると考えております。 

〇知名康司 委員長 ほかに。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 審査中の議案第63号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 休憩、どちらがいいですか。あと下水道もありますけれども、その前に休憩を入れたほうがいいですか。

では、10分だけ。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後２時４３分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後２時５６分） 
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【議題】 

 議案第６４号 令和４年度宜野湾市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

〇知名康司 委員長 次に、議案第64号 令和４年度宜野湾市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついてを議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 担当課より議案第64号についての趣旨説明をお願いいたします。上下水道局次長。 

          （執行部説明省略） 

〇知名康司 委員長 本件に対する質疑を許します。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 まず、単純な質疑からなのですけれども、７ページ、剰余金処分計算書（案）にはなっては

いるのですけれども、これはいつ段階で締めて、この計算書の案が出ているのかということを聞かせてくだ

さい。何月何日。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 令和５年３月31日の締めです。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 であるならば、９ページの貸借対照表の中の資本の部（２）ロ、建設改良積立金が３月31日

現在でゼロ円、しかしながら７ページでは、すみません。失礼しました。減債積立金の話です。これは、イ

の減債積立金は、要するに７ページでいう２億5,000万円を積み立てるつもりで貸借対照表の中にこれが記載

されている、計上されているのかというのを教えてください。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主事。 

〇総務企画課経理係主事 お答えいたします。貸借対照表の中の減債積立金なのですけれども、こちらに関

しては３月31日時点の減債積立金の残高となります。 

 ７ページの２億5,000万円、減債積立金の額なのですけれども、こちらに関しては令和４年度の初めには５

億円残高がございまして、それを今年度２億5,000万円取崩しを行って、その差引き後の残高が２億5,000万

円、同じ数字になってしまってはいるのですけれども、それで現在２億5,000万円となっておりまして、こち

らに（案）となっている減債積立金の積立て4,500万円を議決後にまた再度振り替えを行って、次年度決算に

表れてくる形となります。以上です。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 11ページの説明で、ここで気になったのは５ページと11ページを見ながらなのですけれども、

５ページの中での特別損失固定資産譲渡損で4,400万円、約4,500万円計上されているのですけれども、その

説明が11ページにありまして、11ページの一番下、２ですね、特別損失計上に伴う経理処理、用地、換地処

分に伴って地目変更、用悪水路から公衆用道路に地目変更されたことからということで書いてはいるのです

けれども、これはそもそもその前の段階で予測できなかったものなのか。もしくは、それはいずれ地目変更

されたら資産の損失になるものですから、計上しないといけないものなのですけれども、この場合も特別損

失の中で計上していくものなのかどうかというのを教えてください。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 



23 

 

〇上下水道局次長 まず、これ前から分かっていたものなのかという話ですけれども、ここについては以前、

先に用地買収を行って、排水路、水は高いほうから流れ出てくるので、そこを用地買収して、排水路、ボッ

クスを設置しております。その後に宇地泊第二地区の計画が立てられまして、換地処分という形で所管替え

で用悪水路から公衆用道路という形で換地されている形になっています。そこで初めて所管替えとなります。

下水道が所有しているものが、所管替えで別のところに移るという形になっております。この特別損失の計

上については…。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主事。 

〇総務企画課経理係主事 お答えいたします。特別損失への計上なのですけれども、営業費用と営業外費用

に関しては例年発生する費用を主に計上しておりまして、特別損失に関しては例年ない例外的な費用だった

り、過年度の決算の修正などを上げていくものなので、こちらの特別損失のほうに計上しております。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 39ページ、営業外収益の４、消費税及び地方消費税還付金、予算を約2,400万円立てて、決

算が約1,700万円ということになっているのですけれども、たしか去年の決算でも予算の半額の決算だったの

です。これは推測できないものなのか。要するに予算と決算の中の乖離が去年もあったので、約半額ぐらい、

4,000万円、5,000万円近くの予算計上をしていて、そのうちの決算がたしか2,600万円か、約半分ぐらいだっ

たのです。今回も2,400万円の計上をして1,700万円、その差が700万円ぐらいあるではないですか。この予算

立てをする際に、還付金というものが推測できるものなのかどうかというのは教えていただけますか。何に

基づいて予算立てをしているのか。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 これについては、まず補助金の要望だとか、そういったものでまずは計算していきます。

今回こういう600万円余りの減になっているのは、補助金の配分が減ってきて事業費が減るのと、あとは工事

の繰越し等によるもので、これは予測がつきにくいものですので、予算額とちょっと乖離しているという形

になってきております。これが、繰越しがなければある程度近い値になるとは思うのですけれども、繰越し

に関しては始まってみないと分からないところがあります。配分に関しても、予算立ての後に配分が来るも

のですから、そこも予測がつかないという形でこういう減額することになっています。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 44ページの３、特別損失の過年度損益修正損、予算50万円になって、決算５万6,180円で済

んでいるということなのですけれども、まずこの要因について。たしかこれ漏水とかした場合の、漏水とか

があった場合に去年とか計上されていたというところなのですけれども、今回50万円ぐらいの過年度損益修

正損を組んでいても５万6,180円で済んでいるというものの要因を教えてください。 

〇知名康司 委員長 業務サービス課排水設備係長。 

〇業務サービス課排水設備係長 予算を50万円組んではいるのですけれども、毎年毎年起こるものではなく

て、その年によって該当するものが出てくるかどうかという。たまたま今回該当するものが少なかったので、

この５万6,180円で済んでいるというところです。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、この５万6,180円で決算出ているのですけれども、５ページのほうでは５万1,077円で
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計上されているのです。この差額5,103円、この5,103円という数字がどこに隠れているのか、教えていただ

けますか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主事。 

〇総務企画課経理係主事 お答えいたします。まず、44ページなのですけれども、こちら予算と比較してい

るので、税込みの表示となっております。一方、５ページの損益計算書なのですけれども、利益自体は税抜

き価格で記載されておりますので、この消費税相当分で差額が生じております。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 固定資産譲渡損では、44ページと５ページでは差異がないのですけれども、その説明はどう

なのですか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主事 

〇総務企画課経理係主事 先ほどの過年度損益修正損は、漏水に対する下水道使用料に相当する還付になる

ので、もちろん還付に関しても消費税が加算されるので、課税として計算するのですけれども、固定資産譲

渡損に関しては非課税取引になりますので、消費税の取引が該当しないため、同額となっております。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、お金が動いているのか、評価が変わってお金が動かず、資産の評価で変わっているか

の違いでいいのですか。その場合は非課税のものになって、お金が動く場合は還付金というような形でやる

ので、そこには消費税が入ってくると。10％の税が入ってくるということなのですか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主事。 

〇総務企画課経理係主事 お答えいたします。実際現金の出し入れとは関係なく、取引の科目一つ一つで消

費税が課税なのか非課税なのか決まりがございまして、固定資産譲渡損自体が不課税という取扱いになって

おりますので…。 

           （又吉亮委員「不課税」） 

〇総務企画課経理係主事 はい。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 例年なのですけれども、ほかの公営企業会計を見たことがないので分からないのですけれど

も、先ほどの水道事業は資本合計が全体の80％ほど、要するに資産合計からの割合として資本合計が80％、

非常に優秀な、体力のある資本だなという感じがするのですけれども、下水道事業に関しては全体の10％、

206億円ある中で資本の合計が20億円ほど、全体の10％ということは体力のない会計だな、財産だなというと

ころなのですけれども、これに関しては下水道事業に関しては、大体こういったものなのですか、よその市

町村も。この水道事業は80％の体力を持っていて、下水道事業に関しては10％しかない、資本が。というと

ころが、水道事業とギャップの話ではなくて、下水道事業の10％の厳しさというのを感じてはいるのですけ

れども、その部分に関して見解もらえますか。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 下水道事業に関しては、水道事業より、どの市町村も厳しい状況でございます。なので、

企業債を活用したりしておりますので、下水道事業自体は厳しい、ほかの市町村も下水道事業は収益はなか

なか上がってこないというふうに考えております。 
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〇知名康司 委員長 ほかにありませんか。 

          （委員長、副委員長と交代） 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 ７ページの下水道事業と水道事業の違いなのか、老朽管を水道事業は建設改良積立金の積

立てということで水道のほうはあるのですけれども、こちらにはないのですか。これはどういう取扱い。例

えば管がありますね、下水道管。そういった古いものだったりするのは、例えば漏れ出したり、壊れたり、

いろんなことが考えられるけれども、そういったことの対応はどうなっているのか。 

〇宮城政司 副委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 先ほども又吉委員に回答したとおりなのですけれども、下水道自体が厳しい経営状況で

ありまして、企業債を活用しながら管路の工事等を行っておりまして、建設改良の積み立てに回すようなお

金がございません。 

 ただ、企業債を償還していかないといけないものですから、ある程度の収益がございましたらまずは減債

積み立てから積み立てていくという形を取っておりまして、そこまでの余裕がないということ。管路更新に

つきましては、ストックマネジメント計画を立てまして、それに該当していくものは補助金で対応していく

という形になっておりまして、下水道の場合は単費でやるところはやっているのですが、下水道に関しては

今のところ補助金をあてがっているという状況でございます。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 あと、意見書の中の最後の９ページのむすびの中で、水洗化率、水洗化率は84.78％とい

うことで、宜野湾市の水洗化率が出ておりますけれども、これでなかなか前年度からしても0.28の上昇とい

うことでなっていますけれども、なかなか上がらないですから、この水洗化率は。あと残り15％ぐらいがそ

のまま浄化槽ということですよね。水洗化率。浄化槽で利用しているということになります。上がらない原

因とかも…。 

〇宮城政司 副委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 接続件数に関しては、ある程度毎年件数は上がってきているのです。この水洗化率の考

え方としまして、人口統計でやるものですから、この地域によって人口の割り振りが違ったりしております。

密度の高いところであれば、ある程度水洗化率も上がってくるのですけれども、人がいないところでやると

そんなに上がらない。件数が上がってもそんなに上がらないので、その場所によって違うものですから、一

概に低いと、そういうことではなくて、その場所、接続されたところが人工密度が高いのか低いのかという

ところで少し変わってくるところもございます。１％上げるのもなかなか厳しい状況でございますので、令

和３年度から補助金等を活用して接続向上に向けて取り組んでいるところでございまして、１％を上げるの

は現状としてはなかなか難しいところではございます。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 先ほど補助金と話していて、これは費用に対して補助金幾らというのが、制限ありますか。 

〇宮城政司 副委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 課税世帯の場合は工事費の75％を上限で、20万円を上限にして、非課税に関しては工事

費の85％で30万円を限度額として補助しております。ほかにも少し細かいところはあるのですけれども、そ
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ういった形でやっています。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 これは、市民の声として、下水道に繋ごうとしたときにお願いしたのだけれども、なかな

か来てもらえないとか、そういういったのがあったという方がございまして、そういったのもあるのかなと

思って。 

          （「来てもらえないというのはどういうこと」という者あり） 

〇知名康司 委員 業者なのかな。工事をさせようとしたのだけれども。 

          （「見積りをお願いしても来ないということでしょうか」という者あり） 

〇知名康司 委員 そういうことを言っていましたけれども。 

〇宮城政司 副委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 指定店が下水道の接続工事をすることになっております。上下水道局が指定している工

事店がやることになっておりますので、この方がどこにやったか、ちょっと存じませんが、見積り自体は取

ってくれると思うのですけれども、来てもらえなかったというのは、ちょっと理由はこちらでは分かりませ

ん。 

          （副委員長、委員長と交代） 

〇知名康司 委員長 決算ですからそれは別として。 

 あとほかに。宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。今の水洗化率の件でもう少しお聞かせいただきたいのですけれど

も、１％上げるのが難しいという次長の答弁があったのですけれども、何が一番の原因、この水洗化できな

い原因というのは。一番多い理由というのは何がありますか。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 やっぱり高齢化も原因していると、やっぱりお金がないという方が多数いらっしゃいま

す。それで、補助金を活用しているのですけれども、それでもなかなか難しいという状況でございます。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。例えばなのですけれども、住んでいらっしゃる方は水洗化という

のですか、下水道を通したいと思っているけれども、いろんな事情で、地形だったりとか、いろんな施設が

近くにあるとかで、米軍とかもそうだと思うのですけれども、工事ができないというような方々もいらっし

ゃると思うのですけれども、そういう方々は多分今後もずっとできないのかなと思うのですけれども、その

方々がどれぐらいパーセントでいらっしゃるかは分かりますか。 

〇知名康司 委員長 下水道施設課下水道整備係長。 

〇下水道施設課下水道整備係長 お答えします。整備がされていない、公共下水道整備がされていないとこ

ろのこととしてお答えいたしたいと思うのですけれども、残っている区域につきましては主立ったところと

しては私道などの個人の地権者がいるところとなり、中には地形的に下がっていて、自然流下で汚水が流せ

ない区域だったりするところになっていますので、基本的には整備していくためには地権者の同意だったり、

地形的な要因があれば整備の手法とかを個人の土地を通しながら自然流下で流すとか、あとはマンホールポ

ンプなど、そういったことを検討しないといけないところになっていますので、そういったところが残って
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いるところになっているので、なかなか整備が進んでいないところがございます。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。今のような条件があるところは、別で見たときに整備できるとこ

ろだけでいったら、水洗化率は実はもう少し上がっているのかなというふうにちょっと思えたりしたのです

けれども、そういう事情があるところはなかなかいろんな時間をかけて解決となるか、もしくは今後も解決

できない部分があるかなと。そこもまとめてその他を100％と見たときに、なかなか上げにくいと思ったんで

すけど、他市町村と比較したらどんなですか、宜野湾市の84.78％というのは。高いですか、低いですか。 

〇知名康司 委員長 上下水道局次長。 

〇上下水道局次長 本市の水洗化率84.78％に関しては、10市と比較したら８番という数字にはなってござい

ますが、実際水洗化率の出し方がまちまち、市町村全部まちまちです。水洗化率の出し方は一緒なのです。

もととなる数字が違うものですから、一概に。本当は95％が正しいかどうかというのが分からないところ。

実は、本市も平成26年度までは93～４％あったはずなのですけれども、下水道台帳システムというのを入れ

たときにいろいろ整備して計算してみると、そこまでの正確な数字を出してみたら80何％という形になって

おりますので、もしほかのところがそういう手法を取ると下がる可能性はあります。だから、一概に高い低

いというのは単純には比較できないところです。 

〇知名康司 委員長 ほかに。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 ８ページなのですけれども、流動資産の中での（２）未収金、１億1,400万円余りあるので

すけれども、貸倒引当金が23万6,000円余り、この計上、パーセンテージにしたら0.2％とか、水道事業も0.2％

の貸し倒れ引き当てだったのですけれども、ではこの0.2％の率の根拠。根拠でなくていいです。どういうふ

うにそれを算定して出しているのか、教えてください。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主事。 

〇総務企画課経理係主事 お答えいたします。貸倒引当金については、過去の実績の平均値で出しておりま

して、不納欠損が５年で行われるので、５年前の未収金に対して幾ら貸倒れしたかという実績を３年間の平

均で出した結果、0.207％で行っていて、それで算出をしております。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、ちょっと次、公営企業会計のところで教えてほしいのですけれども、公営企業会計の

中で貸倒引当金を0.2％で計上してくださいというふうになっているのか、もしくは不納欠損が発生するのが

５年間なので、５年の実績を見て、そこからそれぞれの自治体で貸倒引当金を計上してくださいというふう

になっているのか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主事。 

〇総務企画課経理係主事 貸倒引当金なのですけれども、債権の状況に応じて過去の貸し倒れ実績率と合理

的な基準により算定するとなっておりますので、ほかの自治体がどのような算出方法をしているかは私のほ

うで把握はしていないのですけれども、過去の平均にて算出して計上しております。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、宜野湾市のほうでは５年間で不納欠損というようにするので、５年間の過去の分を見

て、大体このくらいが貸倒引当金として計上するのが妥当だろうという５年の数字というもの、その平均値
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を取ってのもの、これは宜野湾市独自のものということで認識していいですか。 

〇知名康司 委員長 総務企画課経理係主事。 

〇総務企画課経理係主事 お答えいたします。貸倒引当金なのですけれども、過去の実績と合理的な基準に

より算定というのはほかの市町村も共通していると思いますので、何年の平均を取っているというのはばら

ばらだと思うのですけれども、皆さん平均に応じて設定しているものだと認識しております。 

〇知名康司 委員長 ほかに。なければ進行していきますけれども、よろしいですか。 

          （「はい」という者あり） 

〇知名康司 委員長 審査中の議案第64号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

○知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後３時４０分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後３時４１分） 

 

〇知名康司 委員長 会議時間の延長についてお諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりこの際あらかじめこれを延長したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後３時４１分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後３時４８分） 

 

【議題】 

 議案第５０号 令和５年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

〇知名康司 委員長 次に、継続審査となっております議案第50号 令和５年度宜野湾都市計画宇地泊第二土

地区画整理事業特別補正予算（第１号）を再び議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。宮城政司委員からあった件です。これの説明をお願いします。市街地整備

課長。 

〇市街地整備課長 お話のありました閉会中の審議、認定についての審議なのですけれども、特段手続上問

題ありませんということなので、このスケジュールで問題ないということです。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 すみません。可能性の話として、決算審議を閉会中、この９月議会終わった後にやって、

実際それが採決されるのは12月議会になると思います。12月議会で、可能性の話として否決されたときとい

うのは、その扱いというのは議会のほうはどうなるのか確認しなければいけない部分があるのですけれども、
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その決算の根拠として今回の補正予算があるというふうに理解しているのですけれども、決算は否決されて、

補正予算が採決されていると不整合が起きないかなということがあって、そこをちょっと懸念して相談とい

うか、確認させていただいた。 

          （「ちょっと休憩して」という者あり） 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後３時５０分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後３時５２分） 

 

〇知名康司 委員長 審査中の議案第50号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後３時５２分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後３時５３分） 

 

【議題】 

 陳情第９号 インボイス制度（適格請求書等保存方式）の実施延期を求める陳情 

〇知名康司 委員長 次に、陳情第９号 インボイス制度（適格請求書等保存方式）の実施延期を求める陳情

を議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後３時５４分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後４時０７分） 

 

〇知名康司 委員長 審議中の陳情第９号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、次回は９月14日午前10時から委員会を開きます。本日はこれにて散会い

たします。御苦労さまでございました。 

（散会時刻 午後４時０８分） 
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経済建設常任委員会会議録 

 

○開催年月日  令和５年９月１４日（木） ２日目 

午前１０時００分 開議 

午後 ４時１７分 散会 

○場   所    第２常任委員会室 

○出席委員（７名）  

委員 長 知 名 康 司  副委員長 宮 城 政 司 

委  員 濱 元 朝 晴  委  員 又 吉  亮 

委  員 下 地  崇  委  員 宮 城  優 

委  員 嶺 井 拓 磨    

○欠席委員（０名） 

○説明員（１６名） 

建 設 部 

次 長 
城 間  勝 也 

 建 設 部 

参 事 
嶺 井  辰 也 

施 設 管 理 課 

課 長 
與 那 嶺  諭 

 施 設 管 理 課 

工 事 係 長 
東 江  信 治 

市 街 地 整 備 課 

課 長 
嶺 井  実 克 

 市 街 地 整 備 課 

計 画 係 長 
桐 澤  秀 明 

市 街 地 整 備 課 

工 事 一 係 長 
仲 間  淳 

 建 築 指 導 課 

指 導 係 長 
山 城  啓 

建 築 指 導 課 

指 導 係 技 師 
三 浦  弥 那 美 

 都 市 計 画 課 

担 当 技 幹 
新 崎  雅 也 

契 約 検 査 課 

課 長 
伊 禮  理 子 

 契 約 検 査 課 

契 約 検 査 係 長 
我 如 古  誉 幸 

市 民 経 済 部 

次 長 
新 垣  育 子 

 市 民 協 働 課 

課 長 
喜友名 和佳子 

市 民 協 働 課 

男 女 共 同 係 長 
渡 慶 次  園 子 

 人 事 課 

課 長 
上 地  章 弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○参考人（０名） 

○議会事務局職員出席者 

主 事 又 吉 竜 希 
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○本日の委員会に付した事件及びその審査順序 

（１）議案第６５号 宜野湾市立体育館改修工事（建築）請負契約について 

（２）議案第６６号 宜野湾市立体育館改修工事（機械）請負契約について 

（３）議案第５９号 令和５年度西普天間住宅地区区画道路築造工事（１工区）請負契約につ

いて 

（４）議案第５７号 宜野湾市建築基準法施行条例の一部を改正する条例について 

（５）陳情第１９号 「女性の人材育成」並びに「環境」についての陳情 
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第４５２回宜野湾市議会定例会（経済建設常任委員会） 

 

令和５年９月１４日（木）第２日目 

 

〇知名康司 委員長 おはようございます。ただいまから経済建設常任委員会の第２日目の会議を開きます。 

 これより議事に入ります。 

（開議時刻 午前１０時００分） 

【議題】 

 議案第６５号 宜野湾市立体育館改修工事（建築）請負契約について 

 議案第６６号 宜野湾市立体育館改修工事（機械）請負契約について 

〇知名康司 委員長 追加議案となっております議案第65号 宜野湾市立体育館改修工事（建築）請負契約に

ついて、議案第66号 宜野湾市立体育館改修工事（機械）請負契約について、以上２件を一括して議題とい

たします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 まずは、担当課より議案第65号、66号についての趣旨説明をお願いいたします。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時０１分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時０１分） 

 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

          （執行部説明省略） 

〇知名康司 委員長 当局より趣旨説明を賜りました。 

 これより本件に対する質疑を許します。２件ございますけれども、１つずつやります。最初のほうが議案

第65号、体育館改修工事の建築の請負契約のほうからの質疑を進めたいと思います。宮城優委員。 

〇宮城優 委員 これ改修工事ということですが、老朽化による改修だと認識しているのですけれども、築何

年になるか、お教え願います。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 事前に配付している概要書がございますので、それを見ながら説明させていただきます。

事業の目的です。市立体育館改修工事は築37年経過しております。建設設備等も含む施設の老朽化により、

機能の低下のため改修を行うことにより、安全かつ快適に市民スポーツに親しむことが出来るとともに、避

難所の役割としても安全で快適な都市環境の改善及び地域住民の生活の向上を図ることを目的とするという

ことで、今回改修工事に入っております。 

〇知名康司 委員長 宮城優委員。 

〇宮城優 委員 不具合があってやるというわけではなくて、この経過に伴ってやる工事ということで。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 
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〇施設管理課長 この建築工事のほうは雨漏りもございます。それと、あと床、体育館の床なのですけれど

も、ささくれが今まであって、部分補修していたのですけれども、それではちょっと追いつかないというこ

とで、全面張り替えがメイン工事となります。屋根のほうも全面の形になります。 

〇知名康司 委員長 ほかに。下地崇委員。 

〇下地崇 委員 よろしくお願いします。今ちょっと答弁の中で屋根の改修、雨漏りの改修という話だったの

ですが、屋根の改修にもいろいろあると思うのですけれども、ふき替えなのか、防水なのかあると思うので

すけれども、どういった施工をするのですか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 10何年か前に１回、私携わったのですけれども、あのときは全部剥がして張り替えしたの

です。今回の方法は、今ある屋根にかぶせた形の工法で施工します。剥がさずに。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 屋根の雨漏りとか、そういう不具合が起きたときに補償対象になると思うのですけれども、

そういった施工後の補償とかもちゃんとついての契約になっているか、伺いたいのですけれども。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 工事契約書の中で瑕疵担保というのがあるのですけれども、明らかに施工上のミスでの雨

漏りとか、そういったものについては施工瑕疵の補償になってくるかと思われますけれども。ただ、そうす

る場合は点検を毎月とか、そういうふうに定期的にやっていって、これが瑕疵であるということの証明が必

要になってくるかなとは思うのですけれども、そういったのはあります。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 今結構物価高騰で資材費も高騰していると思うのですけれども、これ今決めた金額で動き出

していただきながら、景気の変動によって事業者さんが困る事態に陥ったりとかすることも予想されると思

うのですけれども、それについてどのような見解というか、対応を考えているか、伺いたいです。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 当然物価スライドが出てきた場合、スライド条項というのが国交省から出たりするのです

けれども、それに当てはまるようでしたら、それを使って高騰した分の資材を、単価を上げた分で変更契約

という形になってくるかなと思います。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 ありがとうございます。あともう一点、避難所の機能も加わってくるということなのですけ

れども、どういったものが含まれるのか、お伺いしたいのですけれども。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 台風とか地震、津波とかの避難場所にはなってないのですけれども、そういった類いの避

難場所になったと思います。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 改修し終わった後に、何か災害とかあったときに駆け込める場所だと思うのですけれども、

避難された方々を受け入れるための例えばパーティションが体育館には常備されるような計画であったりと

か、そういったことも踏まえての改修になっているのですか。 
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〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 改修するからとかではなくて、もともと避難場所になって指定されているのです。なので

このパーティションについては、体育館には直接装備はされておりませんので、今老人福祉センターとかで

避難場所になっております。そういうところは多分常備していると思うのですけれども、体育館については

まだそういったのが現場にありませんので、その辺は防災とか、その辺とちょっとタイアップしながら、ど

ういうふうにしていくかというのを決めていければなと思います。 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城優委員。 

〇宮城優 委員 教えてほしいのですけれども、民間の住宅とか共同住宅とかは保険、火災保険だとかという

のをかけるのですけれども、公共物のほうは何か保険とかはかけたりするのですか。 

          （「それは工事期間中の話」という者あり） 

〇宮城優 委員 いや、出来上がってから。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 公共施設は、総務のほうで一括でそういった保険に入っているかなと思います。 

〇知名康司 委員長 宮城優委員。 

〇宮城優 委員 うちの事例なのですけれども、台風で屋根なり資材が剥がれたとかというので、保険会社が

調査に来て、被害状況を見て、修復費用というのを出してもらえたのですけれども、そういうのがあったり

もします。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 今回の改修については、台風で被害とか、そういったのはございません。台風の前から雨

漏りがあったりとか、ささくれについては今まで一度も床を張り替えしたことがないので、その辺で全面張

り替えするという形になっています。 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。幾つか教えていただきたいのです。まず、短期間で指定管理者で

運営ということをされていると思いますけれども、この工事というのは、今されている指定管理者が決まっ

たときにもう想定されて調整済みだったのですか。それとも、指定管理として決まった後で発生というか、

話が上がって、使えなくなるわけです。その間、この指定管理者の収入とかも減ったりしたり、仕事とかも

変わってくるのかなと思うので、何か細かな調整が必要かなと思うのですけれども、この辺りどのように対

応されていますか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 指定管理が５年ごとの更新があるので、10年終わって、今年が11年目なのです。もう設計

は去年からこの体育館改修するということを頭に入っていて、指定管理者もその辺も分かりながら、我々も

指定管理を公募している状況でございます。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 では、指定管理者との調整はスムーズで順調にいっているということで理解します。あり

がとうございます。 

 続いてなのですけれども、予算的にこれは国から補助とか、その辺ごめんなさい。説明はあったかもしれ



35 

 

ないのですけれども、市がどれだけ負担して、補助がどれぐらいかというのが分かればお願いします。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 これは防衛予算を活用させてもらって、民生安定のほうでさせてもらっております。率で

はなく、定額で４億5,000万円ぐらいだったかなと思います。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 今この65号の建築のお話で理解するのですけれども、今課長がおっしゃった額というのは

トータルですか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 今回体育館の改修が建築、設備、電気がございます。その３つに対して４億5,000万円の定

額補助という形です。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。そうすると、残りが市の持ち出しということになりますか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 持ち出しというか、起債充当100％を予定しております。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。では、この議案になるのか、次の議案になるのか分からないとこ

ろなので、確認させていただきたいのですけれども、新聞の報道でありました、談合の話がありました。こ

れは、この建築、機械、あと先ほどありました電気、電気はまだ入札されていないと、この間部長がおっし

ゃっていたのですけれども、どちらに当たりますか。それとも、それ全部ですか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 入札談合の情報については建築のみです。機械設備とか、電気は９月の27日に入札なので、

あれは議会事項ではないので、ございませんが、建築に限っての内容で。あと契約検査課長のほうから細か

い説明を。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 宮城政司委員の御質疑にお答えします。まず、談合についてなのですが、新聞報道にあっ

た内容と同じような感じになるのですけれども、経緯としましては８月15日に琉球新報社から談合の連絡が

ございました。その中では匿名の文書が届いているということで、新聞社のほうに。その中では、今回の工

事名、体育館改修工事（建築）という掲示文と、あと特定の業者さんのお名前が記載されていることもあり

ました。そういう内容を受けて、こちらとしましても入札をそのまま執行はできないのではないかとなりま

して、こういった談合情報があった場合に設置される調査委員会があるのですが、それを設置、開催したと

いう経緯があります。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございました。ちょっと詳細とか、言えるところと言えないところが出てくる

とは思うのですけれども、今の話だと入札の日付が…… 

          （何事かいう者あり） 

〇宮城政司 委員 談合の話があったのが建築のほう。 
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          （「建築だけ」という者あり） 

〇宮城政司 委員 建築は８月30日となっていますが、合っていますか。 

          （「それの１個下」という者あり） 

〇宮城政司 委員 失礼しました。ごめんなさい。工期を見ていました。なので、15日にそういう話が浮上し

て、そこから予定していたのは16日ですか。そこから委員会等を開いて調査した結果、25日に開催になった

という経緯で合っていますか。 

          （何事かいう者あり） 

〇宮城政司 委員 これ以上聞いていいのか分からないけれども。では、市民の思いということで聞かせてい

ただきますけれども、特定できてしまうとあれなんですけれども、この話があった、情報があった会社は、

延期後も入札に参加されていますか。要は、その会社が入札、落札されたかどうかというのを市民は聞きた

がると思うのです。それは言えますか、言えないですか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 この特定の会社が、入札結果を見ていただきたいのですけれども、６共同企業体参加され

ているのですけれども、全社入札には参加していただいています。１社の辞退はあったのですが、こちらは

入札書の中で辞退という記載があった業者になっておりまして、全社入札には参加してございます。名指し

された業者さんが落札したかどうかについては、ちょっとお答えは控えさせていただきたいと思います。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 多分これが分からないというとあれなのですけれども、あくまで情報があっただけで証拠

があったとか、そういうことも言っていないと思うので、その会社のことを公表するのはできない話だとは

思うのですけれども、万が一仮に可能性の話なのですが、談合があった場合というのは、この会社が落札し

てはいけないのかなという思いがあるので、多分市民としてはすごく興味があるところなのかなと思う。た

だ、これを調べていくと市から離れていくのですか。県、国ですか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 今回の入札については、実際に談合情報があったので、全業者から事情聴取ということで、

ある程度そういった接触等がなかったかとか、積算はどのようにやったのかということで事情聴取をそれぞ

れ時間をずらしてやっております。 

 あと、実際入札、事情聴取の結果、談合と断定されて、示唆されるような証拠とか、そういったものは断

定できなかったということもありまして、公正入札調査委員会のほうではそれまで延期しておりました建築

の工事についても入札を執行するということになっています。この入札を執行するに当たってなのですが、

全社で参加される業者さん全てに誓約書というのを提出していただいております。もし落札後、談合等が発

覚することがあれば、契約は解除ということで、賠償目的に責任を問われるというものを誓約していただい

ていますし、入札の前にも宣言して、その上で厳正に入札に応じてくださいということで執行はしておりま

す。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 分かりました。あとは一般質問で取り上げているので、ありがとうございます。 

〇知名康司 委員長 今１つずつ分けて質疑をやっているのですけれども、２つある場合は後でまとめてやる
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方法で、一緒にやる方法。取りあえず１つずつやっておきます。今65ですから、65だけ。65の建築です。そ

れに対してほかに。嶺井委員。 

〇嶺井拓磨 委員 お願いします。談合の調査するに当たってマニュアルがあるというふうにお聞きしたので

すけれども、そういったマニュアルはありますか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 ございます。宜野湾市談合情報対応マニュアルというのがございます。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 それは資料でもらうことはできたりしますか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 提出可能ですので。提出いたします。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 では、これを見ればそのとおりに基本的には調査を行って、ここでは出したという形でよ

ろしいですか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 こちらの談合マニュアル、設置要綱の中に別添で談合マニュアルというのがあるのですが、

それに沿った形で調査、審議を行って、入札を執行しています。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 ありがとうございます。続いて、工事の概要のところでいろんな工事があるのですけれど

も、アリーナの入替えであったりとか、内装改修とかあったりします。例えばこれは一気にこの期間で行わ

れているのですか、それともこの時期はアリーナの入替えで、この時期は内装でという形になるのですか。

どちらか教えてほしいです。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 工事契約後、工期を来年８月末に持ってきているのですけれども、９月ははごろも祭りと

かがあるので、それに重ならないようにということで工期を設定させてもらっているのです。その中で工事

業者さんが屋根をやりながら床をやったりとか、いろいろできたりもするので、その辺はこっちをやってと

か、順番を決めてではなくて、両方取りかかっていくような形になっていくかなと思います。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 そうしたら、この工事の期間の間は完全に使えないような状態になるという認識でよろし

いですか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 一般市民への開放は、この工事期間中はございません。 

〇知名康司 委員長 ほかに。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 今の質疑からの続きなのですけれども、この８月までの工期の期間は市民への開放はされな

いということでは、考えてないということだったのですけれども、この工事が始まるということ、ここのジ

ムの利用者の方々からその期間、私たちはどこでやればいいのと、健康維持が難しいということで、せめて

ジムの部分、工事をしながらそこを一部開放して、外から出入りができるようなやり方だったり、もしくは
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屋内多目的運動場のほうに施設をちょっと機能を移すとかいうことができないかという相談もあったのです

けれども、実際にジムの一部開放というのは考えていないところですか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 ジムを今のままで使うということは、仮囲いとか、重機を入れたり、資材を置いたりする

ので、その中を歩いていくような形になるので、今の場所では難しいと思っているのです。先ほど委員がお

っしゃったように、屋内運動場のほうのスペースとかで、スペースも限られてはいるのですけれども、最大

限持っていって、できるようにはしたいと思っています。あと、ほかにも機能を全部持っていくのは難しい

のですけれども、持っていける幅を広げるような形で今ちょっと検討をしている最中でございます。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 その際にしっかり調査していただきたいのが、若い方とかは車だったりとかするので、例え

ば機能を体育館から別の場所に移したとしても、老人福祉センターだったりとか、別の場所に移したとして

も、多分そこに移動していけるのですけれども、高齢者だったり、歩いて行ける距離だからここに通ってい

るという人たちがどれぐらいいるのか。自分のほうでもちょっと調べているのですけれども、利用者割合と

しては高齢者のほうが多くて、どの機械が人気があるというか、よく利用されるかというのも、ウオーキン

グマシーンとかというのがよく利用される。そのためには電気がどれぐらい必要だというのがあったりもす

るので、工事をすることによって健康維持ができないという、工期の期間できないというのがあるので、し

っかりこれは調査した上で、ちゃんとその方たちの要望を満たせるようなものをしていただきたいなと思っ

ています。目的の中にも書かれていますので、安全かつ快適に市民がスポーツに親しむことができるとかと

いうのも目的の中にありますので、その目的が工期の期間、失われることがないようにしていただきたいな

と思っています。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 場所については、グラウンドの会議室とかいろいろ考えたりしたのですけれども、海浜公

園内で収まるような形でできないかなという方向で今検討させてもらっています。ただ、どうしても工事が

入るので、ニーズに完全にマッチしたというのはできないと思う。多少はちょっと減ったりとか、そういっ

たのが出てくると思うので、その辺も工事期間中でリニューアルするという考え方で、できた暁には環境が

よくなるという考え方で、その工事期間中はマックスではないのですけれども、範囲内でお願いしたいなと

いうところです。 

          （「ちょっと休憩いいですか」という者あり） 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時３３分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時３８分） 

 

〇知名康司 委員長 ほかに。議案第65号 宜野湾市立体育館改修工事（建築）請負契約についての質疑をお

願いします。もしなければ、進行してまいりますけれども、よろしいですか。 

          （「はい」という者あり） 

〇知名康司 委員長 では、続けて議案第66号 宜野湾市立体育館改修工事（機械）請負契約についての質疑
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をお願いいたします。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時３９分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時３９分） 

 

〇知名康司 委員長 質疑をお願いします。濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 今回機械ということで、さっきの建築のほうでは６社が見積りに参加していますが、この

見積り参加の場合はホームページか何かで役所のほうから各業者に呼びかけるのか。それの確認。見積りの

案内の方法。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 ただいまの質疑の件なのですが、入札の通知をどのようにやっているかということでよろ

しいでしょうか。 

          （濱元朝晴委員「はい」） 

〇施設管理課長 この体育館に関する工事については、建築も機械も公募で募集して指名審査委員会にかけ

たような形になっております。しかし、機械については、第１回目の入札が最低制限を下回ったので、不調

になりましたので、それで入札は終わったので、また再入札するために今度は指名審査委員会を開催し、同

じ業者を選定して入札日に呼んで、今回落札したということで９月４日の入札で落札したということで今回

上程という形になっております 

〇知名康司 委員長 濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 １回目は不調になって、その３者というのは２回目の、予定価格ですか…。 

          （「最低制限価格を下回って不調になりました」という者あり） 

〇濱元朝晴 委員 ３者ということは、件数で少ないから制限がいろいろあるのかなと思って今質疑したのだ

けれども、３者という、入札に行った、業者というのか、少ないというのが、どんな原因。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 公募要件で先に入札が終わった屋外劇場の機械、中央公民館の機械、それを取っているも

の以外が応募できるという形にして、重複受注ができないような形でエントリーしているので、ちょっと業

者が少ないかなと思います。 

〇知名康司 委員長 濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 たまたま少ないのではなくて、いろんな工事をやっているからそこには入らないというこ

と、結局。ほかの工事があって、そういうのがあって少なかったということで理解していい。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 先ほど話したように、屋外劇場の機械と市民会館の特許のところは入札に参加することが

できないという条件で公募しています。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 お願いします。僕があまり市立体育館のほうでトレーニングルームしか行ったことがない

ので、分からないので、教えてほしいのですけれども、空調工事というのはトレーニング室とか管理人室と
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かの工事のみですか、それとも全体とか、体育館のプレーするところにもつけたりするのかというのをお伺

いしたいのですけれども。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 宜野湾市立体育館では、各市町村の体育館の中でもエアコンが入っている唯一２か所ぐら

いしかないのですけれども、そのアリーナ部分の冷やす空調が今回もう寿命が来ているということで、それ

の取り替えがメインになります。トレーニング室とか、そういうところについては個別クーラーがついてお

りますので…。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 この案件に関して、１回目が全て最低制限価格を割って、不落になったということでの御説

明だったのですけれども、ちょっと教えてほしいのですけれども、その際に全て最低制限価格を割って、不

落になった場合、そのときの最低制限価格というのはその後に公表されるものなのかが１つ。１回目不落に

なった場合、予定価格の変更をされるのか、２回目の入札に向けて。公表されたら、恐らく予定価格は変更

せざるを得ないと思うのです。でも、公表しないままの場合は予定価格を変更するのか、もう一回積算して

変更するのか。もしくは、そのままの１回目のときと同じ価格で予定価格として出して、最低制限価格はこ

ちらに持っている状態でやるのかというのを教えてください。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 今回の機械の工事については、１回目の最低制限価格は公表していないですし、一番近い

方、その金額も公表していません。金額的なものについては公表はなし、していない。２回目の入札におい

ては、公表はしていませんので、予定価格も同額で、最低制限価格も同額で入札しています。 

〇知名康司 委員長 予定価格は公表しているのですね。 

〇契約検査課長 はい。 

          （何事かいう者あり） 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 全てが最低制限価格を割って不落になった場合というのは、その入札に入ってきた業者とし

ては要するにその金額でできるよという能力を示しているということではないですか。なので、予定価格は

そのままでいきますということもまた公表しているのか。金額ではないです。予定価格は１回目のときと同

じですということを通達はしているのか。その価格でみんな割ってできるということは、当局としての積算

はちょっと高い見積もりになっているということなのかなとちょっと思ったのです、予定価格が。その場合、

予定価格の変更というのはしないままですべきものなのか、それは決まっているのか。１回目の入札が全て

最低制限価格を割った場合、２回目の入札に係るときは１回目の入札のときと予定価格は同額でやらなけれ

ばならないというのが決まっているのか、予定価格の変更をしてもいいものなのかどうかというのを聞かせ

ていただけますか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 まず、１回目の入札のとき、最低制限より下回って不調になっています。もう一回入札が

できたら、その場でまた変わってきたかなと思うのですけれども、事前公表を予定価格はしているので、入

札は１回ということで決めているのです。おっしゃるように、向こうは最低制限価格より下回ってもできる
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よとは言っているのですけれども、現場の施工の品質の確保をするための最低制限があるので、確かにでき

るかもしれないのですけれども、その辺を確約するためにはやっぱり最低制限以上でないと。変な話、うち

が予定価格、最低制限価格を上げてくれという形にはなっているのですけれども、それも品質確保のために

ということで理解してもらえればいいかなと思います。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 工事については、予定価格を公表している、工事だと、建設コンサルタント委託業務があ

るんですけど、それについてはルール上１回というのが決まっていて、また改めてやる場合は予定価格をそ

のままにするか、もしくは変えるかというのは、担当課のほうと調整してやるんですね。予定価格をもう一

回設定し直すのかどうするかというのは、予定価格が変われば最低制限価格も変わってくるので、それを再

度積算し直すのか、また新たな入札をするのか、予定価格はそのままでやるということもありますので…。 

          （「どちらでもできるということですか」という者あり） 

〇契約検査課長 できます。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。今の又吉亮委員の質疑に関連してなのですけれども、もしかした

ら説明あったら申し訳ないのですけれども、１回目の最低制限価格を下回って不調になったということなの

ですけれども、その不調になった理由というのはお伝えできるものなのですか。最低制限価格を下回ったか

ら入札できなかったのだよというのを入札に参加した業者に説明を受けて、次の入札のときには最低制限価

格が幾らか分からないけれども、もっと高くしなければ駄目だという認識は持った上で２回目の入札に参加

できるということになっていますか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 開札した結果、全社最低制限価格を下回ったため、今回入札は不調となりましたというの

はお伝えしています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。そこの説明がないと、もっと下げなければいけないのかなと思わ

れてしまう可能性もあるかなと思ったので、確認だったのですけれども、そのときに先ほど課長がおっしゃ

った、品質を確保するためには最低制限価格を上回らないといけないという大事な部分の説明も業者にあっ

たほうがいいのかなと思ったのですけれども、この辺りとかもコミュニケーションは取れているのですか。

企業努力としてしっかり下げようとされて、結果最低制限価格を下回ってしまったということだと思うので

す。でも、もちろんその努力は大事なのだけれども、品質をしっかり確保するために最低制限価格を下回っ

たらまずいのでという感じの意思疎通があると、多分企業の皆さんも２回目の入札にモチベーションが保て

る。その辺りは何か会話することは。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 不調になった場合に、個別にアナウンスしてはいないのですけれども、業者さんのほうで

もやっぱり最低制限価格が、公共工事の質を確保するために最低のラインがあるというのはお分かりになっ

ていますので、その辺はちゃんと把握しているということで認識はしております。今回不調になったからと

いうことで、何か疑義があったということはないです。 
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〇知名康司 委員長 よろしいですか。進行いたしますが。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 それでは、先ほど申し上げましたように、65号と66号、どちらでもよろしい、一緒でも

よろしいですので、質疑を受けたいと思います。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 65号のときの説明で、８条民生を使って補助を受けていると。裏負担分に関しては100％起

債で充当しているということであったのですけれども、政策事業総括を見たら一般財源入っているのです、

令和５年度も令和６年度も。これに関しては、充当率が100％だった場合は恐らく全部地方債の部分に数字は

記載されるはずなのです。何か記載と起債で分かりづらくなってしまうのですけれども、記載してあるはず

なのですけれども、政策事業総括の５年度と６年度の中で一般財源がちゃんと取られているので、それは充

当率が変わったものなのか。予算、令和５年度の当初予算を組むときと財源が変わったのかどうなのか、お

聞かせください。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 補助を受けてやるので、補助対象分というのがどうしてもあって、補助対象外のものもあ

るのです。それをするために一般財源が入っているような状況です。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、そこで教えてほしいのですけれども、地方債に関してはどういったメニューを使って

の地方債の起債はされているのか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 緊急防災の地方債を使っています。 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。先ほど課長の御説明で工期というのですか、来年、令和６年度の

はごろも祭りに影響しないようにということをおっしゃっていたと思っているのですけれども、はごろも祭

り以外に、例えば産業祭りとかこの期間内にあるのかなと思っているのですけれども、その辺りとか、はご

ろも祭り以外への影響というのは考慮されましたか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 担当部署と調整はさせてもらっています。産業祭りについてはちょっとフルには使えない

状況にはなってきますので、その辺りの調整をさせてもらっています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 以前産業祭りで別の会場、マリン支援センターの向かいとかでやったことがあると思いま

すが、やり方としてはほかにもあるのかなという感じがするのです。キャンプとかにも影響はないですか、

ベイスターズの。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 ベイスターズのキャンプについても、担当部署と調整して、体育館工事に入って、多目的

広場がちょっと制約があるというのも調整しております。 

          （委員長、副委員長と交代） 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 
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〇知名康司 委員 １点だけ。この入札結果一覧表、どちらも見たときに入札日時が65号のほうが８月25日、

66号も９月４日と、別々の日になっています。この説明はできませんか。例えば本来は一括してもできるの

ではないかな、同じ日に。 

〇宮城政司 副委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 今回の入札日が異なる理由なのですが、まず建築が８月25日に執行しています。このとき

同日に機械のほうも入札をしております。ただ、機械のほうが、先ほど御説明したと思うのですけれども、

全社最低制限価格を下回ったので、改めてまた見積り期間を設けて、９月の４日に入札を執行して、今回の

議会にそれで追加議案として提出しているという経緯となっています。 

          （副委員長、委員長と交代） 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 先ほどの説明で気になったのですけれども、防衛から補助を受ける補助対象分の工事に関し

ては、そのうちの75％民生で、残りが起債、これは100％でやっていますよということでの話だったのですけ

れども、一般財源に入っていますよと言ったのは、この防衛省から補助を受けられる工事の事業のものとは

別の部分に一般財源を使っていますということなのですけれども、これが５年と６年、この２年間の間で使

われるお金が、政策事業総括の中で予定だったと思うのですけれども、１億1,600万円ほどあるのですけれど

も、要するにこの防衛の補助が受けられる対象工事の範囲外で１億1,000万円使う工事というのは何なのか、

教えていただけますか。どういったものにそれが使われるのか。 

 トータルでの事業を見ていたら７億9,700万円、１億7,500万円、９億8,000万円ほどのトータルの工事なの

です。９億8,000万円のうち１億1,000万円がそれとは別のものになってくるというのが。10％以上の工事、

総事業費に対して10％以上の工事が防衛の補助の対象外の事業であるということを見られているわけなので

すけれども、それが何なのかというのを教えていただきたい。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１１時０２分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１１時０２分） 

 

〇知名康司 委員長 施設管理課工事係長、お願いします。 

〇施設管理課工事係長 予算としては予算取りをしているのですけれども、その後設計が完了したところで

予算よりも少し縮小した工事費に納めることができたので、今工事発注している額としては８億ちょっとに

なっています。予算は９億円、もともと債務負担が通っていますので、その分の差があります。補助対象の

工事としては建築、電気、機械の３つの工事です。それ以外に事業としては、管理のほうです。工事管理だ

とか、業務委託のほうがありますので、そこが約1,000万円。業務委託の事業がありますので、そこは補助対

象外、単費扱いでやっていますので、そこは一般財源です。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 大まかに理解した中で、ちょっと確認させていただきたいのですけれども、令和５年度の当

初予算を組むときに、この事業に対して約９億7,000万円か９億8,000万円分の予算を組んでいたけれども、

今８億円程度に変更になっていたと。収まってきたと。多めに取っていたからということですね。８億円程



44 

 

度に収まってきた。それに伴って、一般財源ももちろん収まってくると思うのです。その事業ももちろんそ

れ以外にさっき言った委託の部分だったりとかというのも、管理だったりというのも収まってくるというこ

となのですけれども、その額が１億1,000万円当初取られていたものが、今1,000万円でという理解で大丈夫

ですか。１億1,000万円の予算を一般財源で最初は組んでいたけれども、それが1,000万円程度で収まってい

るということの認識でよろしいですか。 

〇知名康司 委員長 施設管理課長。 

〇施設管理課長 又吉委員のおっしゃるとおり、その分工事費が圧縮できましたので、予算取りとしては大

きかったのですけれども、設計していって圧縮して、その分が１億円ぐらいの差があって、その中で1,000万

円が補助対象外という形です。 

〇知名康司 委員長 ほかに。なければ進行してよろしいですか。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 審査中の議案第65号、66号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１１時０６分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１１時０７分） 

 

〇知名康司 委員長 午前の会議はこれで終わり、午後は２時から会議を開きます。その間休憩いたします。

（午前１１時０７分） 

 

◆午後の会議◆ 

 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後２時００分） 

 これより午後の会議を進めてまいります。 

【議題】 

 議案第５９号 令和５年度西普天間住宅地区区画道路築造工事（１工区）請負契約について 

〇知名康司 委員長 議案第59号 令和５年度西普天間住宅地区区画道路築造工事（１工区）請負契約につい

てを議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 担当課より議案第59号についての趣旨説明を求めてまいります。よろしくお願いします。契約検査課長。 

          （執行部説明省略） 

〇知名康司 委員長 それでは、本件に対する質疑を許します。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 教えていただきたいのですけれども、指名競争入札となったときに入札者に関して、ここ入

札に入らない場合というペナルティーがあったりとか。要するに入札に落とせなかったとしても、入札に入
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ることでの入り続けるメリットとかはあるのですか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 入札については、指名の回数が例えば格付とか評価に値するということではないです。ラ

ンクづけに影響するというような評価はしておりません。指名されて、例えば辞退した場合でも、特にペナ

ルティー等はありません。  

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 気になるのが、予定価格が3億6,455万円なのですけれども、予定価格で提示しているところ

が２者あるのです。ということは、もう予定価格をそのまま出すということは、最低制限価格に近づける意

思がないので、これはどういうことなのだろうと。だから、入り続けないといけない、入り続けないとペナ

ルティーがあるのか、もしくは入り続けることによってのメリットがあるのかというのをちょっと確認した

かったのですけれども、これはどういった意図があるのか。推測になるのかもしれないし、分かっていて何

か入り続けている、入札に入るというのを教えていただきたいなと。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 又吉委員の御質疑にお答えします。我々、今Ａ格付の業者が12者あって、大きい工事に

よって、ＪＶの要件がおおむね２億円というのがあって、今回12者、Ａクラス12者、Ｂクラス12者で指名に

至ったのですけれども、この中でどこを省くとか、どこを入れるという、市内優先なら市内業者を一律毎回

入れさせてもらっているのですけれども、特に我々が把握している限りでも技術員がいないので、指名はあ

りがたいのですけれども、時期、時期によってそういうことがあり得るというのは聞いたことがあります。

技術員がいないので、本来は辞退という選択肢もあるのですけれども、やっぱり入れてもらったからには応

札を応じることが業者さん的にはあるのかなということはあります。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 特にそこに入っていないから、入り続けなければならないという、何かそれによって評価が

変化していくというものではないということなのですね。今言ったように、なぜ辞退ではないのだろうと思

ったのです。辞退ではなく、予定価格でそのまま入札者が応札していくというのが、辞退ではなく、何でそ

の手法を取っているのかなというのが気になったのですけれども、多分それは業者側の心情だとは思うので

すけれども、特にそれを入札に応じなかったから、入札者として出てこなかったからといって、何か変化が

あるものではないということでよろしいですか。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 又吉委員の御質疑にお答えします。そういうことだと思います。 

〇知名康司 委員長 ほかに。嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 教えてほしいのですけれども、資料のほうです。資料の議案第59号の裏面のところ、僕が

分からないのですけれども、テールアルメ、なぜこの工法を採用したのかという理由をお伺いしたいと思い

ます。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 テールアルメ擁壁の一般的な擁壁ではあるのですけれども、擁壁にもいろいろ幾つもあ

って、経済的にももちろんなのですけれども、ここのテールアルメの高さが５メートルあるのです。５メー
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トルクラスになると、この補強壁、一般的な補強でテールアルメ壁が経済比較で一番安く、もちろん構造的

にも合致した工法になっているということです。以上です。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。頂いた資料からお伺いします。すみません。この下に地図を提供

していただいたのですけれども、この中のどこの話をしているのかよく分からなくて、ぜひここだよという

のを教えてください。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 この色ですけれども、右上に安仁屋１号という、何号線というのが、色が塗られている

箇所なのですけれども。なので、ちょっと見えにくいのですけれども、安仁屋１号、普天間１号、普天間８

号、普天間４号、水色が普天間８号で、黄色が普天間４号で、緑が普天間３号、ちょっと左に行ってもらっ

て、紫色、新城35号の６路線になっています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。この１工区とタイトルに表示されているものの対象は、今おっし

ゃった色づけされている全てが対象になる。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 ６路線、この路線全て、水色の普天間８号というところがあるのですけれども、ここを

約半分、縦に半分あるのですけれども、上半分は残土が置かれている、現場に山が置かれていて、今年度こ

の工事に伴う工事で残土を持っていく箇所になっていますので、ちょっと半分に切って補助金を請求して発

注をしていると。次年度発注予定です。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。それを踏まえて、裏ページ、先ほど嶺井委員からのお話で、テー

ルアルメ壁というのは、ほとんどの今おっしゃった道路が、そういった擁壁みたいなものが必要で、この施

工というのですか、この補強というのをされるということで…。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 お答えします。先ほどの道路擁壁になるのですけれども、これを盛土して上に道路が造

られるのですけれども、その対象、この擁壁工がある場所は左側の新城35号、この境界がすごく高低差があ

ったり、今は斜面になっていますけれども、この擁壁の上に道路ができる形になっています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。ちょっと重複するかもしれませんが、先ほど嶺井委員がテールア

ルメ壁をなぜ選んだかというのを伺ったと思うのですけれども、ほかにもいろいろな技法みたいのがある中

で選ばれたというか、それともここにはこれしかないのだという感じの何かぴったりしたやり方だったのか、

その辺りお願いします。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 西普天間住宅地区に限ってではないのですけれども、当初からコリドー地区の地区間擁

壁は全てテールアルメ、結構上がれば上がるほどほかの擁壁に比べてどんどん単価が安くなっていくという

ことがあって、間知ブロックなり、Ｌ型擁壁なり、いろいろ工法はあるのですけれども、やっぱり擁壁の高
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さが大きくなるにつれてテールアルメが断然有利になってきて、採用という形になっております。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。ちょっと別の観点で、入札に関して少しお伺いしますけれども、

おかしな表現かもしれないですけれども、多くの企業が参加していただいたのだなということでいいことだ

と思っているのですけれども、これちょうど１ページに収まるようになっているのは、あえてそうしたわけ

ではなくて、本当はもっとあったけれども、表示しないとかではなくて、ちょうどたまたまこの行数になっ

たという理解でよいですよね。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 11共同企業体なのですけれども、格付的には12ＪＶまでいけるのですけれども、１ページ

に収まるような形に列を縮小して資料として載せています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 先ほど12までとおっしゃった。例えば市内企業でＡランクが12というので、マックス12と

いう話なのか、別の何か条例だったり、何か制約があって12までだよというのか、その辺りの説明を願えま

すか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 今市内の格付でいいますと、土木一式工事についてはＡの格付が12者、Ｂも12者で同数に

なっています。こちらについてはＡとＢで２者での共同企業体を結成しやすいように同数ということでの格

付をしています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 なので、何か条例的にとか、入札の制度的に12者までというものがあるわけではなくて、

あくまでも市内のランクづけの業者が12者いらっしゃるので、12者までとなっているという理解で合ってい

ますか。例えば市内には20業者、Ａランクがいるけれども、何か制約上、12までしかできないよというわけ

ではなくて、今12者いらっしゃるから12だよと。Ａランクだけで業者はみんな対応可能、指名できるよとい

うことなのですか。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後２時１５分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後２時１８分） 

 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 大変失礼しました。まず、格付に関しては要綱が定められておりまして、市内業者におい

ては土木一式工事と建築一式工事、これについてはＡとＢの等級の数をおおむね12ということになっており

ます。おおむね12者にして、それぞれ半数ずつをそれぞれの格付にするということで、12者、12者なのです

けれども、建築と土木においてはＤ区分まであります。24者あって、Ａが12、Ｂが12で、残りの半数をＣと

Ｄに分ける格付をしています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 もっと聞きたくなる。脱線しそうになるので、控えますけれども、ほとんどが入札に応じ
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ていただいたという結果でこれだけ多くの…。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 今回については、土木一式工事の業者なのですけれども、Ａの格付が12者、Ｂの格付が12者

ございました。Ａ、Ｂで要項を示しております。その中からＡが代表を決めます。Ｂが互選ということで、

共同事業体を結成して入札に参加してくださいということで案内を掛けたところ、11の共同企業体が結成さ

れて、その方たちを共同企業体として指名して、入札は11者で行っているところです。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございました。見ていくと、本当に1,000円ぐらいの差で入札とか出てきてい

る。ある意味いい競争ができたのかなというふうに見ているので、分かりました。ありがとうございました。

以上です。 

〇知名康司 委員長 ほかに。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 ＪＶの組み方について教えてください。組み方、こことここがなぜこの２者がＪＶを組んで

いるのかとか。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 要件の中で先ほど契約検査課長が言ったとおりなのですけれども、指名をＡ事業者Ｂ事

業者、代表をＡで入札参加してくださいというところです。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 ということは、そのＪＶを組んでいる２者というのは、お互いの合意の下でＪＶを組んでい

ると。今回一緒にやらないかというような形で、ＡとＢが一緒になってやっているということになるのです

か。 

〇知名康司 委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 そういうことになります。我々はＡ12者とＢ12者でスクラムを組んでやってくださいと

いうところまでなので、委員言うように、あとは皆さんの中で。そういうことになります。以上です。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 なぜこの質疑をしたかというと、さっき言ったのが気になって、予定価格の状態で出してい

るところというのは初めから取る意思がないけれども、例えばＪＶをやっているので、２者のうちの１者は

取る気満々だけれども、もう一者が取らないとかとなった場合の、なので、この組み方というのがちょっと

気になったなというのが。要するにＪＶを組んでいる２者とも、今回、技術者がいないとかというような状

態で合意して、今回は取る意思のないような入札をしようねというようなことになっていれば納得いくのか

なと。なので、この組み方というのはどういうふうに組んでいるのですかというのをお伺いさせていただい

た次第です。以上です。 

〇知名康司 委員長 濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 今の関連した質疑ですけれども、共同企業体というのは２者が基本なのだけれども、３者

になった場合もそういうのはあります。例えばこの２者で共同企業体を組みたいけれども、３者も可能なの

かどうか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 
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〇契約検査課長 共同企業体につきましては取扱い要綱が定められておりまして、２者ＪＶもありますし、

３者までできます。 

〇知名康司 委員長 濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 この入札を見たら、ほとんど２者で取っているもので、例えばＣクラスとか入りたいのだ

けれども、結局実績とかそういうのがあるのかなと思って質疑しているのですが、そういうのも可能という

ことで考えていい。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 工事の金額とか規模等に応じて２者ＪＶだったり、３者ＪＶだったりということで発注、

指名依頼が来るという形になっているかと思います。実際は、出資比率、２者ＪＶでしたら最初の出資比率

が30％以上じゃないといけないとか、３者ＪＶであれば20％以上出資比率、業務を請け負わないといけない

的な規定がありますので、その辺を含めて自主結成していただく感じです。 

〇知名康司 委員長 濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 これは特ＡとかＡとかＢとか、結局入札することで点数がもらえて、ランクになるという

ふうに考えていいですか。 

〇知名康司 委員長 契約検査課長。 

〇契約検査課長 ランクづけというのは、経営事項審査というのがあるのですけれども、それが民間だった

り公共だったり、資本的なものとか、そういったものを換算した点数が各業者さん評価されておりまして、

その点数に応じて格付というのはされております。私たちが点数をつけているわけではなくて。県のほうで

やっているもので、それの経営事項審査の点数によって格付、ランクづけをしていることになります。 

〇知名康司 委員長 ほかに。 

          （委員長、副委員長と交代） 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 最初の表題というか、令和５年度西普天間住宅地区区画道路築造工事、括弧して１工区と

あります。これも１工区なのですけれども、これ以外に例えば次の段階で２工区とか３工区とか出てきます。 

〇宮城政司 副委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 今回区画道路の築造工事については、１発目の工事発注だったので、１工区。今後、ま

た別の路線に区画道路の工事を発注する際は２工区ということ、令和５年度の２工区という形で考えており

ます。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 順次、今回１工区だけれども、そういうのもやりながら、次、２工区、契約を結んでいる。 

〇宮城政司 副委員長 市街地整備課長。 

〇市街地整備課長 完全に１工区は今回承認された後に沢建設さんと本契約を結んで、それとはまた別に２

工区を発注する。それを引き続き２工区をやるというのではなくて、改めて２工区を発注しますということ

になります。 

          （副委員長、委員長と交代） 

〇知名康司 委員長 では、ほかになければ進行してまいりたいと思いますけれども、よろしいですか。 
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          （「はい」という者あり） 

〇知名康司 委員長 審査中の議案第59号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後２時２７分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後２時３０分） 

 

【議題】 

 議案第５７号 宜野湾市建築基準法施行条例の一部を改正する条例について 

〇知名康司 委員長 次に、議案第57号 宜野湾市建築基準法施行条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 まず、担当課より議案第57号についての趣旨説明をお願いいたします。 

          （執行部説明省略） 

〇知名康司 委員長 それでは、本件に対する質疑を許します。下地崇委員。 

〇下地崇 委員 細かい説明、ありがとうございました。確認したいのが、議案書の８ページの議案の中で見

ると主に料金とか、料金に関する手数料の表記が目につくのですけれども、新旧対照表を手元に持っていな

くて申し訳ないのですけれども、今までは薄かった壁屋根、天井が断熱材で厚くなるから、その分芯が外に

寄るので、建蔽率、容積率まで高さが微増ではあるにしても、増えるということになると思うのですけれど

も、それを認めるための手数料になるということなのですか。 

〇知名康司 委員長 建設部参事。 

〇建設部参事 建築基準法の中では、例えば建蔽率、その地区については60％というのがあるのです。これ

がたまたまこの建物については59.8％とか、ぎりぎりのラインで造られていた。それで、外壁に断熱をつけ

たときとか、そういった部分で面積が増えた。それで規制値を超えてくると、この省エネの改修等について

は諦めようというような人たちが出てくる。そういった人たちが出ないように、規制値をもし超えるのであ

れば、その許可を活用して認めてあげてくださいということです。だから、普通ぎりぎりの建蔽率とかで建

ってくる建物というのはほぼないので、余力はあると思うのです。この法、条例を使って許可または認定等

を取るというのはあまりないというところではあると考えております。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 ありがとうございます。それでは、資料のほうでヒートポンプ、エコキュートだったりとか

を設置するために増築、置くスペースがないので、増築することに対しての緩和措置という話がありました

けれども、これ許可から認定に、ちょっとハードルが下がったという認識を持ったのですけれども、もう少

し詳しく説明をしていただければと。 

〇知名康司 委員長 建設部参事。 
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〇建設部参事 今の容積率の緩和の部分については、これまでの容積率の緩和、この法の中で緩和するとい

う条項は残っているのです。それで、許可という部分に関しても、今この条例の中、または法の中に残って

います。今回のものについては、あくまでも既存建築物で省エネに特化した機械とか、そういったものに関

して、それをやることによって容積率が超えるというものがあればということです。 

〇知名康司 委員長 ほかに。嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 これは、今回規制緩和なので、特に困るようなこともないのではないかなと思うのですけ

れども、何かこれをすることによって考えられるデメリットはあったりするのですか。 

〇知名康司 委員長 建設部参事。 

〇建設部参事 申請される側のデメリットというのはない。今まで規制していたものについては緩和される

という部分があるので、あくまでも既存建築物で省エネを何かしたいということで、でも建築基準法にはこ

ういう規制があって、これをやることによって規制に引っかかるのだよねというような部分に関しての緩和

なので、もしこの規制緩和によって省エネの考え方、または整備が進むというのであれば、環境に対しても

いいことかなとは思っております。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 そうしたら、省エネのものであれば規制が緩和されるということなのですけれども、これ

が省エネの製品だという確認はどういった形で進めるのですか。 

〇知名康司 委員長 建設部参事。 

〇建設部参事 省エネのものという部分については、こういった住宅リフォームのガイドとか、そういった

もので国から結構示されている部分、効率のいいものだったらいいですよという部分が示されたりしている

ので、一応こういうものを置きますということで機能の確認もこの許可の認定等の中でしていくというふう

に考えております。なので、国のほうからこういった補助制度とか、こういったもので、例えばシャープで

はこういうものですよとかいうのがあれば、その機器番号等も確認しながら許可、または認定をするという

ふうに考えております。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 ありがとうございます。確認する側が大変になるのではないかなという感じがするのです

けれども。 

〇建設部参事 デメリットとは言えないのかなと思って、言いませんでした。 

〇知名康司 委員長 ほかに。下地崇委員。 

〇下地崇 委員 １点、この件を聞いたときに思ったのが、仮にですけれども、建蔽率60％でぱんぱんで造っ

てしまった方で、省エネ改修をもうしてしまった、外断熱で壁が厚くなってしまったという方に対して、も

う既に終わっている状況で60.2％とかになってしまったとかという方がいらっしゃったとき、もし仮に遡っ

てそういうふうに認定とかという緩和というのはできたりするのですか。 

〇知名康司 委員長 建設部参事。 

〇建設部参事 あくまでも許可とか認定については、この審査をして、初めてこれはいいですよ、これは駄

目ですよというふうになっていくかなと思います。それで、今手続を取らずにこういうふうにやりました。

でも、許可を取ればクリアするのだけれどもなという部分に関しては、普通に考えると違反建築物というふ
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うになると。この違反の中で、では即壊しなさいというのか、それともその状況をできれば少し敷地を増や

すことができないかとか、いろいろなクリアのやり方というのはあるはずなので、そこを指導していって、

できないということと、建築の中では12条報告という部分があるので、どれだけ超えているのかというのを

確認しながら、今後こういうふうに是正していってくださいね、今すぐ壊しなさいではないですけれどもと

いったやり方もあるのかなとは思います。どれがこういうものに関しては応えているのか、周りの環境とか、

そういったものもありますのでケース・バイ・ケースで判断していくのかなとは思います。 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。今の話を伺って思うのですが、建築するときは建築許可を得た上

で建築していくという流れだと思っているので、今回の規制緩和をされたら、これから造ったり、リフォー

ムするような方々の建築申請だったりの内容が少し緩和されていくというふうに理解したので、もう既に建

築許可をしっかり得て造られたものに関しては、何も触らなければ影響はないものという理解で合っていま

すか。 

〇知名康司 委員長 建設部参事。 

〇建設部参事 今回許可という部分については、今建築許可という部分と、通常、建物を造るときには建築

確認というのがあるのです。これは、建築確認というものについては建築基準法の基準の範囲内で造るもの

については、建築基準法の中で建築主事がその範囲内に収まっていますよというものを確認するというだけ

で、何も許可をする必要がない。でも、許可とか認定の部分については、その範囲内を超えてくる。もう主

事の判断ではこれはできないという部分で、そこは特定行政庁である市長が、この部分は若干超えているの

だけれども、許可を与えて、これを主事が、この許可が与えられているのだったらいいでしょうということ

で確認するとか、そういったふうに流れていきますので。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。これまでは許可だった部分が、一部認定というふうに手続が緩和

されていくということが、例えば①とかの御説明だったと思っているのですけれども、ちょっと整理したい

と思っているのですけれども、言葉だけで聞くと手続が簡略化されるとか、規制緩和されるというふうに思

えているのですけれども、条例の内容を見ていくと新しい項目が追加されて、手数料等が追加されているの

です。それは、規制緩和に適用させる、認定を受けるためにはこの金額を支払う必要が出てくるというふう

に、この金額を支払えば認定されますよというふうなことになってくるのかなというふうに思ったのですけ

れども。うまく説明ができなくて。 

〇知名康司 委員長 建築指導課指導係長。 

〇建築指導課指導係長 今の御質疑にお答えします。これまで規制緩和がなされる前は、52条のほうで許可

の手続で、そこでも手数料は取っていたのです。今まで許可で対応していたものが、全国的にもそういった

事例が多数出てきて、これは当たり前に許可できる範疇であるということで国のほうが判断して、それは認

定に戻しましょうねということで新たにこの制度ができているというところです。なので、これまでの許可

で取っていただいていた手数料よりは低い手数料で認定をするという形になっています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。すごくすっきりしました。御答弁ありがとうございました。 



53 

 

 ちょっと別の観点でお伺いしたいのですけれども、今回の法改正の目的が、先ほどおっしゃったように、

カーボンニュートラル、プラ・マイ・ゼロにしていくという話があると思うのですけれども、建築としても

どれぐらいこういう許可があったらいいなとか。そうしたら、カーボンニュートラルですか、プラ・マイ・

ゼロに近づけそうだとかというのは、何かの目安とか目標みたいなものを持っていらっしゃるのか。もしく

は、あくまでも建築基準法であって、そういったところの制度上の整備だけをしっかりやっていこうという

ことか。もしかしたら、この辺環境対策課とか持っているかもしれませんけど。その辺りありますか。 

〇知名康司 委員長 建築指導課指導係長。 

〇建築指導課指導係長 今の件は、あくまでそういった許可であったり認定という申請は、申請者からの申

出があって受けるものなので、こちらからこの許可を受けてくださいとか、認定してくださいというもので

はないです。また、今回の法改正については、既存の建物、一般的には木造の住宅、そちらを断熱性能を上

げて省エネ化を目指すという国の方針があるので、どちらかというと内地の住宅とか建物を想定しているよ

うな法改正になっていまして、県内、また宜野湾市はＲＣ造とか、そういったのが多いので、なかなかそう

いった事案は出てこないのかなというふうには考えています。 

〇知名康司 委員長 建設部参事。 

〇建設部参事 今既存の建物についてこういう緩和がありますよという話をしているのですけれども、やは

り新築の部分については省エネの基準というのを、これは前までは300平米とか2,000平米とか、そういった

規制でやっていたのを、もう全てやりなさいというふうに国は、あと２年ぐらいしたら全部やっていきなさ

いというところの目標値を掲げています。それと、2030年に関しては、住宅のＺＥＨ基準を満たしなさいと

か、太陽光の発電設備を６割目安としてつけなさいとか、そういった目標値を持っていくというところはあ

る。なので、今回既存の建物を省エネにしたいという人たちがもしいたときには、こういう緩和をしてあげ

なさいよというところで、だから目標値という部分ではなくて、こういうものについては支障となるものは

全部緩和ができるような仕組みづくりをしていってということではないかな。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございました。今日も分かりやすい説明をありがとうございました。 

 最後に１点だけなのですけれども、これはもしかしたら国のほうになってくるかもしれないのですけれど

も、今おっしゃっていたような制度の変更、規制緩和については、建築業者さんたちにはすごく大事な条項

だと思っているのですけれども、周知というのは市のほうでも業者さんたちに対して何か発信とかされてい

ますか。 

〇知名康司 委員長 建設部参事。 

〇建設部参事 工事の部分ではなくて、設計の。まず設計をして、工事に移るという部分があるので、窓口

にはこういうふうに変わっていきますよという国から、または県からのパンフレットをお出ししたり、質疑

についてはそれについてはお答えしているところでやっているところになります。 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城優委員。 

〇宮城優 委員 今の御説明で大体分かったのですけれども、この外断熱でＲＣが沖縄は多いので、そんなに

用途がないというか、木造中心の改定になるのかなというふうに認識したのですけれども、沖縄だったらペ

イントで大体断熱とかをやるのですけれども、それはそんなにあまり関係ない感じになるのですか。 
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〇知名康司 委員長 建設部参事。 

〇建設部参事 表面にペンキとか防水とかする。厚みが本当に何ミリという話なので、それで建築面積が変

わるかといったらそうではない。多分沖縄の部分についてはほとんどＲＣの建物になっています。ＲＣの建

物であれば、上に例えば太陽光を乗っけるということは木造よりはやりやすい。でも、嘉数とか愛知とか、

そういったところで10メートルの高さ制限があるところに上にぎりぎりのところに造ってしまった。その上

に太陽光を乗せたい。でも、高さがある。そういったところでこの緩和が受けられるというところはあるか

なと。沖縄では、そういうふうなところかなとは考えています。 

〇知名康司 委員長 宮城優委員。 

〇宮城優 委員 高さのみというか、そこら辺だけ気をつければいいような。気をつけるというか、上げると

きに申請というのをされたほうがいいという。 

〇知名康司 委員長 建設部参事。 

〇建設部参事 あくまでも既存建物に太陽光をつけたい。でも、高さが超える。そういった部分については、

申請者がこれを置くけれども、認定を取れますか、許可取れますかということであれば、手続を取って許可

を与えるということは…、先ほど新旧対照表の中で認定の部分については２万7,000円とあるのですけれども、

この52条の許可の部分について、これ以外のものについては16万円という、そのままの値段でいっています。

ほかの部分についても、許可の部分についてはほぼ値段がスライドしているという部分があるので、緩和さ

れている部分については52条の容積率の部分かなとは思っています。 

〇知名康司 委員長 建築指導課指導係長。 

〇建築指導課指導係長 説明の補足をします。今回規制緩和があったのは52条関連だけで、あとは省エネ法

にどうしても適合させる、やむを得ない場合の基準というのが許可で新たに設けられている。これは緩和で

はなく、緩和なのですけれども、従前からあったものではなく、新たに省エネ対策のために設けられた基準

だということです。 

〇知名康司 委員長 ほかに。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 それでは、進行してまいります。 

 審査中の議案第57号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後３時０１分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後３時１７分） 

 

【議題】 

 陳情第１９号 「女性の人材育成」並びに「環境」についての陳情 

〇知名康司 委員長 次に、陳情第19号 「女性の人材育成」並びに「環境」についての陳情を議題といたし
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ます。 

 本件に対する質疑を許します。 

 担当課からの陳情第19号についての見解があれば、その説明を求めます。１つずつ上のほうから。この陳

情に対する見解が市当局からあれば伺いたいと思います。市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 よろしくお願いいたします。まず、陳情、一番上の１つ、審議会委員や管理職の女性登

用について積極的な取組の継続ということに関しまして、当局の見解を述べます。 

 まず、女性の割合につきましては、今令和４年４月１日現在の数値でございますけれども、登用の割合が

32.3％となっております、宜野湾市の場合は。これは、内閣府が実施しております調査がありまして、地方

公共団体における男女共同参画社会の形成、または女性に関する施策の推進状況という調査がございまして、

その中で調査してございます。令和４年度４月１日現在に関しましては、現在審議会数が宜野湾市では44ご

ざいまして、そのうち女性審議会委員が加わっている数は36の審議会数がございます。委員の数は473名、そ

してその中で女性は153名ということで、割合としては32.3％となってございます。宜野湾市のほうで策定し

ておりますはごろもぷらんの目標値につきましては、令和６年度までに40％の目標を持っておりますので、

７ポイント弱下回っている傾向にございます。そういった状況になってございます。 

〇知名康司 委員長 次の女性の人材育成につながる研修を。 

          （何事かいう者あり） 

〇知名康司 委員長 もう少しあります。１番。人事課長。 

〇人事課長 今審議会委員のお話がありましたけれども、人事課のほうからは管理職の女性登用の状況につ

いて御説明いたしますけれども、令和４年４月１日現在の管理職の女性の比率を申し上げますと、昨年度は

25％ありまして、今年度の令和５年４月１日現在では26.1％という形で、宜野湾市は他市に比べても高い比

率なのかなというふうには今考えております。以上です。 

〇知名康司 委員長 それでは、次の項の女性の人材育成につながる研修を続け、活動強化のための補助金増

などに対する見解を伺いたいと思います。市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 現状、状況をお答えいたします。市女性団体連絡協議会に対する令和５年度の補助金に

関しましては、18万2,400円を補助しているところでございます。それ以外にも研修派遣事業として男女共同

参画社会への形成に向けて女性リーダーの育成、そして資質向上を図るためを目的といたしまして、国内外

への研修派遣費のための補助金も交付してございます。それ以外にも県外研修等、そういった女性の課題に

向けたセミナー等の派遣費など、トータルしますと33万7,000円ほど補助金として計上しているところでござ

います。 

〇知名康司 委員長 それでは、市議会女性議員を増やすこと並びに副市長を男女１人ずつの体制推進という

ことで、これも答えられる見解をお願いいたします。人事課長。 

〇人事課長 それでは、人事のほうからは、今出されている陳情の中では副市長を男女１名ずつの体制推進

というところが挙げられているかと思いますが、今定数条例では自治法で規定があって、市町村の条例で定

めるというふうにうたわれておりまして、宜野湾市の副市長定数というのが今条例で１名とされています。

これを陳情にあるように、副市長男女１名ずつということとなると、一人増加するか、あとはもう一人を女

性にするか、この人数と女性というところについては市長の政策的な判断もあろうかなというふうには考え
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ております。以上です。 

〇知名康司 委員長 市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 市議会女性議員を増やすことについてでございますけれども、宜野湾市のほうでははご

ろもぷらんにおきまして基本方針の一つに、男女が共に能力を発揮する意識と環境づくりということを掲げ

ておりまして、取り組んでいるところです。 

 その中の指標の一つといたしまして、市議会議員に占める女性の割合を令和６年度までに30％という目標

値は掲げておりまして、その関連する取組といたしましては女性の翼など、こういった女性リーダーの育成

に向けて研修会への、先程の補助金等もございました研修補助金を使って育成を図るということで、活動の

促進に向けて取り組んでいるところでございます。 

〇知名康司 委員長 それでは、次のデジタル社会の通信環境、Ｗi―Ｆiやデジタルに関する市民講座の拡充

ということでありますけれども、これも見解を伺いたいと思います。市民協働課長。 

〇市民協働課長 では、４番目のデジタル社会の通信環境やデジタルに関する市民講座の拡充ということで

御説明してまいりたいと思います。 

 今Ｗi―Ｆiの環境状況といたしましては、令和４年度よりめぶき、ふくふくに地域ＢＷＡ用の専用ルータ

ーを２台常備しております。そちらを常備しておりまして、市民の方の講座で利用する場合ですとか、そう

いった場合に利用者への借用も含めて運用してございます。デジタルに関する市民講座についてなのですが、

市民講座についてはふくふく講座にて、去る７月にメディアリテラシー啓発講座というのを開催いたしてお

ります。インターネットの危険な状況ですとか、そういった悪いものに巻き込まれないようにという講座を

開催してございます。今後も市民ニーズ等を踏まえながら、開催数や講座内容を検討していきたいと考えて

おります。 

〇知名康司 委員長 また、次の項目です。土、日、祝日に使用できる研修室や会議室、コワーキングスペー

ス等の拡充ということであります。これは。市民協働課長。 

〇市民協働課長 では、５番目に土、日、祝日に使用できる研修室や会議室、コワーキングスペース等の拡

充という部分で御説明いたします。 

 土、日、祝日に使用できる研修室でございますが、今現在市民協働課が直営で管轄しておりますめぶき・

ふくふくについてですが、こちらは設置及び管理に関する条例施行規則の中で日曜日を休館日として定めて

ございます。そのため、日曜日は今現在閉館とさせていただいているのですが、土曜日は開いておりますの

で、そちらのほうを開放して、市民の方に利用しているという状況です。 

 また、市内幾つか公共施設等あるかと思うのですけれども、そちらのほうを少し調べましたところ、マリ

ン支援センターのほうが、こちらも年末年始は休館となっておるのですが、こちらのほうも研修室がござい

ますので、利用できるとのことでした。また、市立体育館と市立グラウンドのほうです。そちらのほうも体

育館に１つ、市立グラウンドに１つ、多目的運動場に１つ、会議室を設けてございます。そちらのほうは年

末年始と火曜日が休館ということを伺っているので、日曜日と土曜日は開いているということの回答でござ

いました。ベイサイド情報センターにおいては、こちらも年末年始と第２日曜日が休館ということで確認が

取れております。今中央公民館につきましては、工事のほうで閉館してしまっているのですが、中央公民館

が今利用できないということの声もありました。あと、市立博物館のほうも火曜と祝日、年末年始以外は開
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いているということで、研修室が１つありますということは回答いただいております。市民図書館につきま

しては、今２階のほうが一般の方に向けての研修室の貸出しは行っていないということの回答は得ています

ので、今年度いっぱいですが、利用は不可ということの情報があります。以上になります。 

〇知名康司 委員長 では、最後のほうの高齢者や交通弱者の移動手段の検討とそれに伴う課題解消というこ

とでありますけれども、これは。都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 高齢者、交通弱者の移動手段の検討とそれに伴う課題解消について見解を申し上げ

ます。 

 まず、公共交通の取組でございますが、昨年度より宜野湾市地域公共交通協議会という協議体を設置いた

しまして、今年度の地域公共交通作成に向けて取り組んでおります。特に昨年度は基礎調査といたしまして、

市民アンケートや高校生アンケート、交通事業者、自治会、民生委員等のヒアリング調査を実施しておりま

すが、自治会ですとか民生委員を対象としたヒアリング調査におきましては、公共交通の現状といたしまし

て、公共交通を利用したくてもバス停まで遠いですとか、帰りのルートに不便を感じているという声を多数

いただきました。また、市民アンケートにおきましても、高齢者に対する公共交通の数の充実という御意見

が多く上がっておりまして、今回の陳情にありますとおり、高齢者や交通弱者の移動手段の検討というのは

検討課題の一つであると認識しております。 

〇知名康司 委員長 それでは、６項目ございましたが、本件に対する委員からの質疑を許します。どなたか。

下地崇委員。 

〇下地崇 委員 最後の高齢者、交通弱者の移動手段の検討と課題解消の件なのですけれども、いろいろ意見

は掌握されていて、現段階で高齢者、交通弱者の移動手段としてはどういったサービスを提供されているの

か、お伺いしたいのですけれども。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 お答えいたします。まず、現状におきましては、地域公共交通につきましては宜野

湾市内、路線バスが通っておりますが、高齢者、交通弱者に対する移動サービスというのはなかなかサービ

スとしては充実していない状況だと認識しております。そういったところで、様々な意見が上がってきてい

ると認識しておりまして、今年度地域公共交通計画という計画を策定する予定でして、今その策定に向けて

取り組んでいます。その中で協議会においてどういったサービスが可能なのかというところを今後議論して

まいりたいと考えております。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 あと、５番目の使用できる研修室ということで、今も既存の設備を使えるということの見解

だったと思うのですけれども、コワーキングスペース等の拡充というところまで触れているのですけれども、

これについては見解があれば伺いたいと思います。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 では、委員の御質疑にお答えいたします。今コワーキングスペースということで、市内に

コワーキングスペースが幾つかございまして、公共で運営しているのが１つ、宇地泊のほうにございます。

民間のほうで運営しているコワーキングスペースがありまして、10か所あると伺っております。利用料とか、

もちろんＷi―Ｆiのネット環境もつながっておりまして、それぞれ１時間の利用料を定めています。 
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〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 ありがとうございます。今女団協さんのほうからの提案というか、めぶきの中でもコワーキ

ングスペース、そういう利活用もこの意味に含まれるのかなと思ったのですが、そういう利用の仕方という

のは今現時点ではやっていない状況ですか。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 今めぶき、ふくふくに関しましては、今運用しているのが研修室と学習室とかがあるので

すが、そちらのほうだけ運用しております。前に少し入り口、めぶきを入って、スペースのようなものがあ

るのですけれども、そちらがもし開いているのであれば、利用は可能となります。会議室というか、少しテ

ーブルがありまして、そこで６名から８名ほど座れる場所があるのですけれども、そちらがもし開いている

場合は使用して大丈夫ということで。 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城優委員。 

〇宮城優 委員 １番のほうの管理職なのですけれども、どこからが管理職になるのか。 

〇知名康司 委員長 人事課長。 

〇人事課長 管理職として考えているのは課長級以上です。課長、次長、部長ですか、管理職手当の支給を

受けている職員になります。 

〇知名康司 委員長 宮城優委員。 

〇宮城優 委員 あと、２番目の補助金が約33万円出ているとあるのですけれども、これどれぐらい出れば活

動強化になるみたいのとかあります。これぐらいは欲しいみたいな。 

〇知名康司 委員長 市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 どれぐらいあればということはちょっと答えにくいのですけれども、他市の状況をちょ

っと比較させていただきますと、宜野湾市については先ほど申し上げた３つの事業、女団協事業に対する補

助金、そして県内、県外研修、国外の研修など３つの補助金がございまして、トータルすると33万7,000円ほ

どの補助金を計上しているところです。近隣の浦添市さん、私たちより少し多くやっているところを今抜粋

していますけれども、浦添市さんについては女団協に対する補助金が39万円ということで、宜野湾市よりは

少し多い金額になっております。また、県内、国外研修、そういったのにも10万円ということで、トータル49万

円の補助を行っているところです。 

 次に、名護市さんについてはこういった運営補助、女団協に対する運営補助を40万円ということで、こち

らが結構補助金が手厚く、宜野湾市を含めて補助している団体で、あとは残り他市については補助金がない

ところもございますし、県内の研修などについて少し補助をしているところもございます。ですので、この

事業の内容に合わせて、そういった補助金とか、そういったものは計上しているというふうに見受けられま

す。 

〇知名康司 委員長 ほかに。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 女団協の加盟団体を教えてください。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 委員の質疑にお答えいたします。女団協に加盟している団体、６団体ございます。１つ目

が女性連合会、２つ目が市商工会女性部、３つ目が市の赤十字奉仕団、４つ目が翼の会ぎのわん、５番目が
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コナミ塾、６番目が宜野湾市の職労女性部ということになりまして、ホームページ上で今現在会員が610名い

らっしゃるということです。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 ここの陳情２番目のものの意味が、対象が女団協ではないのかなと思ったのです。女団協に

対する補助金の額をずっと言っていたので。なので、加盟団体が活動している内容に向けての補助金という

のは幾ら出しているのか、今の６団体。 

 さっきから答弁されているのは、女団協に対して出している金額をお話ししているではないですか。この

６団体が１つになって女団協になっているので、この６団体に出している補助金というのはどのように。多

分それが活動強化だと思うのです。女団協だけで見てしまうと、女団協の活動強化というよりも、それぞれ

の６団体の活動強化をしていくことで、女性が活躍できる社会というところにつながるのかなと僕自身は思

っていて、なので２番目の対象が女団協ではないのかなと思ったのです。なので、加盟団体に出している、

宜野湾市から出している補助金というのは今現在幾らなのか。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 今の御質疑にお答えします。私たち宜野湾市が出している補助金については、宜野湾市女

性団体連絡協議会という６つの団体がまとまった団体に補助金を上げております。なので、個別の６団体に

対してそれぞれ補助金を交付しているという公募の方法ではなくて、一まとめにして申請を出していただい

て、交付するという流れになっておりますので、それぞれの団体に割り振られているかということは、市の

ほうでは分かりかねます。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 市女性連合会には補助金は出していませんか、宜野湾市から。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 お答えいたします。女性連合会も、女性団体連絡協議会の１つの団体ということで、６団

体に交付しているというイメージになります。それぞれ個別には交付してはございません。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、市商工会に補助金を出しているはずなのですけれども、商工会から女性部のほうには、

女性部としての活動資金というのは行っていないですか。 

〇知名康司 委員長 市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 市のほうから商工会にそういった運営の補助金というのはお出ししていますけれども、

その中で商工会の中で事業に対してどこに充てるかというのは決定されると思いますので、もしかすると青

年部とか女性部の活動にも充てているかもしれませんし、反対に事業者支援というところで充てているのか

なと思って、中身については少し詳細は分からないので、今お答えできないのですけれども。市の補助金を

使って活動、運営をしているということはございます。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、詳細は調べれば分かるということですよね。今即答で幾ら出しているということの答

弁ではなくていいのですけれども、一応公金を出しているので、その詳細が分からないでは駄目だと思うの

です。なので、今お答えはできないけれども、女性部に対して幾ら、商工会に出たお金が女性部に対して今
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幾ら行っているか分からないけれども、商工会に出しているお金の使い道というのはある程度把握はされて

いないと、やっぱりそこから市からの補助金が入っていますので、商工会のほうに。なので、詳細のほう。 

〇知名康司 委員長 市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 不足していたと思います。もちろん補助金を要求する、私たちも補助金を決定する場合

に、しっかり事業の中身を見て、資料に沿って査定等も入る可能性もございますし、補助金を交付しており

ますが、その中で女性部とか、ほかの団体の活動資金になっているかというのはちょっと分からなかったの

で、それについては今お答えできないですということです。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 その６団体に限らずなのですけれども、例えば自治会の中で自治公民館講座とかで女性に向

けたような講座だったりとか、あとは地域づくり事業の中で女性の人たちがこういった事業、女性の活躍の

ための事業をやりますというものも恐らくあるはずなのです。この女団協だけに限らず。今女団協さんが求

めているのは、女性の社会的活躍というか、ジェンダーギャップをなくしていこうというところだと思うの

で、女団協に絞ってしまうと、女団協が本来いっている目的の部分、趣旨の部分というのとは僕は違うのか

なと思うのです。女団協に目がいくと。でも、本来目指している部分の社会というのは、女性の活躍だった

り、ジェンダーギャップをなくしていこうというところだと思うので、それ以外の部分、例えばなのですけ

れども、今言っているのは。自治会の中で女性が活躍できるような講座を持っていると、そういった中でや

っているもの。地域づくり事業での女性活躍の事業を応募して、50万円の補助を受けてやっているものとか

というのが、今分かる範囲でいいので、どういったものがありますというのが分かれば教えていただきたい

と思います。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 又吉委員の質疑にお答えいたします。今現在自治会に対しての講座というのは、生涯学習

課の持っている研修ということになってくると思うので、こちらのほうではそれに対してどういった講座が

あるというのは今お答えできない状況になっています。今やっているのがふくふく講座ということで、年に

８回から10回、ふくふく講座をやっているので、その講座の内容でしたら女性活躍のための講座の内容にな

っているので、そういった内容だったらお答えできるのですが。 

          （「教えていただいていいですか」という者あり） 

〇市民協働課長 昨年度、女性が働きながら、仕事をしながら家族と会話をする、そういった講座もありま

して、それの自分らしい家族介護を考え、備える講座を開催しております。あと、令和３年度なのですが、

これもふくふく講座の中で働くママのキャリアデザイン講座、そして子育てしながら自分らしい働き方を考

えるという講座を実施しております。今年度は、女性に特化したメンタルヘルス対策講座ですとか、女性の

体、元気に生きる体を整えるという講座を開催しております。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 地域づくり事業に関しては何か。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 地域づくりの講座の内容でございますと、資料が手元にないので、ちょっとお答えが。 

〇知名康司 委員長 会議時間の延長についてお諮りいたします。 
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 本日の会議時間は、議事の都合によりこの際あらかじめこれを延長したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 それでは、続き。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 ６つ目のほうなのですけれども、移動手段というところなのですけれども、たびたびいろん

な議員が提言をしたり、市内１周バスとかコミュニティーバスとかいうような提言をされてはいるのですけ

れども、今現段階で実施されないのはやっぱり運用していく中で採算が取れないと、赤字の運営になってい

くからという要因が大きいものなのかどうか、お伺いしたいです。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。まず、現在我々取組といたしましては地域公共交通計

画を策定するというところで今取組を行っていますので、その中で具体的に検討していくということは考え

ていますが、必ずしも赤字だからできないとか、そういったことではないと理解しております。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。まず、１番目の市議会議員や管理職の女性登用についてからお伺

いしますが、先ほどそれぞれの割合等を指摘いただいたのですけれども、審議会の委員を選ぶのは誰ですか。

それぞれあると思うのですけれども。また、市のほうである程度中心的になって選ぶとしたら、その選ぶ段

階の時点で何％以上とか、女性を優先して選ぼうとかといったところが、そういった土壌があるかどうかと

いうのをお伺いしたいのですけれども。 

〇知名康司 委員長 市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 審議員を選ぶのは担当課、会議体を持っている担当課のほうになります。この審議会の

委員につきましては、ほとんどが継続して行う会議ですので、大体同じ役職というのでしょうか、充て職的

なものになっておりまして、中には人事異動等で今年は女性だったけれども、来年は男性だったとか、そう

いった人事の動きもあることから、この比率については少し変動しながら増減している状況ではございます

ので、例えば令和元年度でしたら割合としては35％あった。２年は33％、３年は31％とか、年度によっても

変動もございまして、やる中でやはり私たち要綱を持っていまして、女性審議会委員の登用についてはしっ

かり庁内、女性を審議会委員として活躍させるというところの要望もございますので、周知もしながらお願

いを今しているところです。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 どういった割合が一番いいのかというのは分からないのですけれども、単純に考えたら

50％、50％なのかなという思いはあるのです。もちろんいろんな経緯とか、いろんな条件とかあると思うの

で、そういった意識というのは職員のほうは持っていただいて、選んでいくというのが当たり前みたいな感

じになっていくと本当に増えていくのではないかなと思いました。 

 続いて、人事の件でお伺いしたいのですけれども、これはもしかしたら女性に限る話ではないかもしれな

いのですけれども、課長以上で管理職になれるような人材の方で打診しても断るような人材はいらっしゃる

のですか。どれくらいいらっしゃるのか。それが例えば女性が多いとか、そういうケースは見受けられます。 
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〇知名康司 委員長 人事課長。 

〇人事課長 目の前に女性の職員もいるので、申し上げにくいところもあるのですけれども、昇任は女性の

職員ですと少し抵抗があるかなという印象は持っています。若い職員ですと子育てもあるし、今からまた出

産を控えているとか、そういったことがあるとどうしても職場に迷惑をかけるとか、そういった意識を持っ

ていたりするところもあろうかな。まだやっぱり本当は男性職員とか、キャリアアップというところは女性

職員も目指していかないといけないというところもあるかもしれないですけれども、どこかで子育ては女性

というところ、男性は仕事というところがもしかしたら背景の中にはあるのかもしれません。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。本当にそれぞれの事情があるとは思いますけれども、多分今言っ

たような考えを持たなくていいような社会というのが本当の理想なのかなと思いますので、簡単にできるこ

とではないかもしれないですけれども、そういった意識も持っていただければなと思います。 

 すみません。どんどんやっていっていいですか。質疑をさせていただきます。補助金に関してなのですけ

れども、又吉亮委員からいろいろ伺っていたと思うのですけれども、女団協に対して補助をされている中で、

どういったように使われているかというのをしっかり、これは女団協に限らず、補助しているお金に関して

は市のほうではしっかり確認していくと思うのですけれども、現状これまで積み重ねてきた補助に対して女

団協としては増を求めているというのがこの内容だと思っているのです。当局としてはもっと今の現状、女

団協でも利用内容を踏まえて、出せるのだったら出したいというふうに思って、ただ財源がないので、出せ

ないというふうになっているのか、今の状況でちょうどいいぐらいになっているのか、どちらですか。 

〇知名康司 委員長 市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 補助金につきましては、女団協に限らず全庁的に削減の傾向はございます。その事業の

内容とか、そういったものでしたら、決算報告書等で審査させていただいておりますが、この数年間、コロ

ナの影響もあって活動ができなかったこともあって、少し内部留保的な繰越金とか、そういったものも見受

けられました。今後さらにまた活動が活発になっていって、その事業に関して私たちも予算額を投入するよ

うな内容になりましたら、しっかり協議をして、検討していく考えでございますので、もう少し今後の事業

計画とか、そういったものを一緒になって検討、協議してまいりたいと思っています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 今のお話は少しタイムラグがあるのかなと思ったのですけれども、減らしているのですか、

女団協に対して。ではないですよね。ただ、これまでどおりなのか。ただコロナ禍の影響でなかなか活動が

できないことがあって、繰越しみたいになっているのか。そういったのも踏まえて女団協としては、でも増

強してほしいという話で、今年の７月３日付で来ているのです。 

 それに対して、今次長が御説明いただいたような事業の拡充というのですか、そういう内容であれば市の

ほうももっと補助しないといけないなという内容にできると思うというコミュニケーションというのは取ら

れていますか。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 今の質疑にお答えいたします。今女団協の活動、決算書等を拝見しまして、どういった活

動内容をしているということは行政のほうでも確認しております。女団協の集まり自体が、月１回ほどある
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と思うのですけれども、そちらのほうには私たちは参加していないのですけれども、何か今からの協議があ

るとか、向こうから行政に要望があって意見を聞きたいということでありましたら、また私たちもコミュニ

ケーションを取りながら一緒になって進めていきたいと思っています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。そこはぜひやっていただきたいのですけれども、すみません。ち

ょっと蒸し返すような感じになるのですけれども、最初の質疑なのですが、現状の事業に関しては今の金額

が妥当というふうに考えているということ、それを増やす必要はないといったら言い方はちょっとあれなの

ですけれども。という認識で今はいらっしゃって、今後のより厚い事業が計画されれば増が考えられるとい

うことでいいですか。今はこの額が精いっぱいですか。 

〇知名康司 委員長 市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 先ほど申し上げたとおり、全庁的にしっかり予算は計画していると思います。こちらも

現状維持、特に減にしたわけではなくて、現状維持で数年間ありまして、ここ３～４年はコロナで少し事業

が少なくなっているということもあります。それでも、現状維持ということでしっかり進めていってもらっ

てございますけれども、財政当局との調整も必要かと思います。私たちがしっかりそういう事業の必要性と

か、そういったものを判断しまして、協議しまして、必要であれば財政当局のほうに要求していきたいと思

っています。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。ぜひ進めていただきたいと思います。 

 次の質疑をさせていただくのですけれども、デジタル社会の通信環境の拡充とデジタルに関する市民講座

の拡充というふうに僕理解しているのですけれども、先ほどめぶき、ふくふくでは地域ＢＷＡのルーターを

整備していただいているというふうに伺ったのですけれども、女団協で利用されるのはその２か所だけです

か、ほかにもありますか。そういったところにはこの整備というのはないですか。女団協の皆さんが陳情で

上げている通信環境というのは、その２つだけなのか。ほかにも実はお話ししたらあるとか、そういうのは

ありますか。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 今の御質疑は、めぶき、ふくふくに限らず、そのほかの施設のＷi―Ｆi環境の要望がある

かどうか。それも含めてあると考えております。実態は、今の各市役所、公共施設となっているのですが、

先ほど挙げましたマリン支援センターとベイサイド情報センターは指定管理をしているということで、Ｗi

―Ｆiを登載して、一般の方たちもＷi―Ｆiを利用していると聞いているのですけれども、博物館ですとか図

書館のほうも地域ＢＷＡ、これも幾つかあると思うのですけれども、こちら確認すると自主講座で行政側が

講座として使うときには貸し出しして、使って利用していただくということで聞いています。なので、一般

の方がＷi―Ｆi環境を使いたいよというところだと、セキュリティーの問題もありますので、そちらはちょ

っとお断りしている状況と伺っております。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。ちょっとこの陳情だけだと、陳情者の思いが把握できない部分が

あるのですけれども、もちろんセキュリティーの観点から誰にでも開放するものであってはいけないという
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のは分かるのです。最初のほうの説明であったマリン支援センターだったり、宇地泊ベイサイド情報センタ

ーとか、こちらは女団協の方は無料で利用できるのですか。Ｗi―Ｆiも含め、環境も含め会議室は。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 所属の担当課が別なので、詳しくは分かりかねるのですけれども、免除規定とか見ないと

分からないのですが、恐らく有料になるかと思われます。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 次のところでそこは聞こうと思ったのですけれども、通信環境に関してはどうしてもセキ

ュリティーの話があるので、単純に開放すればいいという話ではないというのは先ほども言ったとおりなの

ですけれども、やっぱりここはぜひコミュニケーションを取っていただいて、今あるめぶき、ふくふくでは

活用させてもらえている。だけれども、女団協としてはほかにも使いたい場所があって、そこを拡充してほ

しいというふうに言っているのであれば、そこを検討していただきたいと思いますし、めぶき、ふくふくで

いいのだけれども、そもそも例えば通信回線の品質が悪いとか、そういった話があったら何かできることは

ないかというので、違うアプローチになってくると思うので、やっぱりコミュニケーションを取っていただ

きたいと思います。まだ続けていいですか。 

〇知名康司 委員長 ほかにもあるかもしれない。 

〇宮城政司 委員 最後に１個だけ。先ほどの県支出の件と同じ質疑になるのですけれども、たくさんおっし

ゃっていただいたのですけれども、やっぱり恐らく有料なのです。多分女団協の方に限らず、市民誰でも利

用できる、開放されている場所をお答えいただいたわけです。別に女団協の方たちを優先してというふうに

なると、またちょっと話がおかしくなるかもしれないので、もしかしたらこの辺が補助とかに関わってくる

のか、会議したいけれども、会議場所がなくて、そういった場所も使えるよと。では、そこの利用料金に関

して少し補助が使えるでしょう。そういうところが変わるといいなと思うのですけれども、その辺りという

のは何か見解ありますか。 

〇知名康司 委員長 市民協働課長。 

〇市民協働課長 今の質疑にお答えします。施設使用料も補助対象、私たちが上げている補助対象になって

いるかという御質疑でよろしいですか。恐らく会議費ですとか研修費、物件費と項目が分かれているのです

けれども、恐らく会議費の中に研修の施設使用料が含まれているかと思われるのですが、ちょっとはっきり

とは申し上げられないので、女団協さんのほうに確認しながらになります。 

〇知名康司 委員長 濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 ３番目の今副市長、男女一人ずつの体制推進とあるが、まあ、宜野湾のほうは１人という

ことで先ほど聞いたのですが、11市町村で２人制のところはあるかどうか。ちょっとお伺いします。分から

なければ、また…。 

〇知名康司 委員長 人事課長。 

〇人事課長 すみません。ちょっと調べていないのですけれども、たしか沖縄市は２人だったかと思います。

現在は、お一人は女性の副市長だったのではないかなと思います。 

〇知名康司 委員長 濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 確実な答弁ではなかったので、調べてもらって、また報告してもらったら助かる。沖縄市
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だけということで理解してよろしいですか。大丈夫。 

〇知名康司 委員長 人事課長、後で確認してから。 

〇人事課長 分かりました。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 すみません。１点だけ気になるのですけれども、管理職の女性登用についてというところ

なのですが、管理職の目標はたしか30％でしたか。25％でしたか。 

          （何事かいう者あり） 

〇知名康司 委員長 人事課長。 

〇人事課長 はごろもぷらんの計画の中でお答えします。令和６年度までの目標値としては30％ということ

で書かせていただいております。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 では、管理職になる際の条件とかはあったりします。 

〇知名康司 委員長 人事課長。 

〇人事課長 特に条件、これをやらないといけないとか、こういったところは特にないのですけれども、こ

れまでの勤務状況だったりとか実績だったりとか、人事評価の内容とか、様々な部分から判断して、最終的

には市長が判断して決定しています。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 たしか憲法か労働基準法か忘れてしまったのですけれども、昇進のときに限って男女とか

国籍、性別、年齢とかで判断するのはよくないとされているのですけれども、実力だけで見たときとかに30％

という目標値に対して上がってくるものなのかというのが気になるのですけれども、どれくらいかかるので

すか。 

〇知名康司 委員長 人事課長。 

〇人事課長 性別とかが。ちょっと確認。性別とかが。 

〇嶺井拓磨 委員 性別、年齢、国籍、あと幾つかあるのですが、すみません。覚えていないのですが、そう

いったもので昇進を決めたりとか、それで差別するのは駄目という形で決められているのですけれども、そ

うなった場合に女性の割合が30％まで管理職で持っていくという指針があるではないですか。どうやって持

っていくのですか。 

〇知名康司 委員長 人事課長。 

〇人事課長 ごめんなさい。質疑の内容をちゃんと理解できていないかもしれないのですけれども、特に年

齢だったりとか性別とか、そういったところで判断しているわけではないというふうに考えています。あく

までも本人のこれまでの勤務態度、実績だったりとか、人となりというか、これまでの状況を見ながら判断

しているというか、そういうふうにやっています。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 何と言えばいいか。そうしたら、管理職の女性割合とかというのはなくなるのではないで

すかという話なのです。何と言えばいいのか。ちょっと難しいので、整理してからまた。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 
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〇又吉亮 委員 休憩いいですか。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後４時１３分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後４時１６分） 

 

〇知名康司 委員長 市民経済部次長。 

〇市民経済部次長 先ほど担当課のほうから答弁がございました、又吉委員のほうが質疑されました女性の

人材育成につながる研修ということで、補助金の額について、あと補助金の傾向について少し御質疑があっ

た中で、女団協に対する補助金についてはやっているけれども、女団協に加入しているおのおのの団体には

市からは補助金は交付していないというふうに回答いたしましたけれども、それについては担当課、市民経

済部が持っている補助金ですか、市民経済部からおのおのの団体に補助金を交付しているという意味での答

弁をしておりまして、実際は宜野湾市として各種、例えば女性連合会とか、そういったところへの補助金は

別途市として交付は行っているものということで回答を修正したいと思います。金額については詳細は把握

してございませんので、控えたいと思いますので、御了承をお願いいたします。 

〇知名康司 委員長 ほかになければ進めたいと思いますけれども、よろしいですか。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 審査中の陳情第19号については、質疑の段階で継続審査にしておきたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定をいたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後４時１７分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後４時１７分） 

 

〇知名康司 委員長 本日の会議はこの程度にとどめ、次回は９月15日午前10時から委員会を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでございました。 

（散会時刻 午後４時１７分） 
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経済建設常任委員会会議録 

 

○開催年月日  令和５年９月１５日（金） ３日目 

午前１０時００分 開議 

午前１１時５４分 散会 

○場   所    第２常任委員会室 

 

○出席委員（７名）  

委員 長 知 名 康 司  副委員長 宮 城 政 司 

委  員 濱 元 朝 晴  委  員 又 吉  亮 

委  員 下 地  崇  委  員 宮 城  優 

委  員 嶺 井 拓 磨    

 

○欠席委員（０名） 

○説明員（４名） 

建 設 部 

次 長 
城 間  勝 也 

 都 市 計 画 課 

担 当 技 幹 
新 崎  雅 也 

都 市 計 画 課 

景 観 形 成 係 長 
當 山  綾 

 市 街 地 整 備 課 

換 地 係 長 
上 江 洲  智 

 

 

 

 

 

 

○参考人（０名） 

 

○議会事務局職員出席者 

主 事 又 吉 竜 希 
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○本日の委員会に付した事件及びその審査順序 

（１）陳情第１３号 西普天間地区モデル街区土地利用についての陳情 

（２）陳情第１４号 西普天間地区の区画整理事業モデル街区に関する陳情 

（３）認定第 ３号 令和４年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

（４）認定第 ４号 令和４年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

（５）認定第 ７号 令和４年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

（６）議案第５０号 令和５年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号） 

（７）議案第５１号 令和５年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号） 

（８）議案第５４号 令和５年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会

計補正予算（第１号） 

（９）議案第５７号 宜野湾市建築基準法施行条例の一部を改正する条例について 

（10）議案第５９号 令和５年度西普天間住宅地区区画道路築造工事（１工区）請負契約に

ついて 

（11）議案第６２号 宜野湾市西普天間住宅地区区画道路の電線共同溝工事の委託に関する

令和５年度協定の締結について 

（12）議案第６５号 宜野湾市立体育館改修工事（建築）請負契約について 

（13）議案第６６号 宜野湾市立体育館改修工事（機械）請負契約について 

（14）議案第６３号 令和４年度宜野湾市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい 

          て 

（15）議案第６４号 令和４年度宜野湾市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて 

（16）認定第 ３号 令和４年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

（17）認定第 ４号 令和４年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

（18）認定第 ７号 令和４年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

（19）陳情第 ９号 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施延期を求める陳情 

（20）陳情第１０号 有機フッ素化合物(PFAS)汚染から県民の健康と生命を守る陳情 

（21）陳情第１３号 西普天間地区モデル街区土地利用についての陳情 

（22）陳情第１４号 西普天間地区の区画整理事業モデル街区に関する陳情 

（23）陳情第１９号 「女性の人材育成」並びに「環境」についての陳情 
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第４５２回宜野湾市議会定例会（経済建設常任委員会） 

 

令和５年９月１５日（金）第３日目 

 

〇知名康司 委員長 ただいまから経済建設常任委員会の第３日目の会議を開きます。 

 これより議事に入ります。 

（開議時刻 午前１０時００分） 

【議題】 

 陳情第１３号 西普天間地区モデル街区土地利用についての陳情 

 陳情第１４号 西普天間地区の区画整理事業モデル街区に関する陳情 

〇知名康司 委員長 陳情第13号 西普天間地区モデル街区土地利用についての陳情、陳情第14号 西普天間

地区の区画整理事業モデル街区に関する陳情ということで、以上２件を一括して議題といたしますが、以前、

当局より見解も伺ってはいるのですけれども、その後の進展も含めて、資料もいただいていますので、それ

を説明、見解を伺ってから、それから始めたいと思います。 

 では、本件に対する質疑を許します。都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 皆様、おはようございます。都市計画課の新崎でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 本日は、西普天間住宅地区の区画整理事業モデル街区に関する陳情ということで当局の見解を含めて御説

明させていただきたいと思います。お手元に資料をお配りしておりますが、この資料で説明したいと思いま

す。また、３月議会におきましても御説明した内容で重複するところがあろうかと思いますが、そこは御容

赦いただきますようお願いいたします。ちょっとこれまでの経緯を説明いたします。 

 まず、初めに１ページ、モデル街区の概要と書いております。西普天間住宅地区におきましては、平成27年

に策定した宜野湾市景観計画において、西普天間へのすばらしい眺望及び豊かな緑、そういった多数の景観

資源が存在し、返還後の新たな街づくりと併せて良好な都市景観を形成することが期待されるということで、

景観形成重点地区の候補地として景観計画に位置づけられております。本市におきましては、そういった景

観計画を踏まえて、平成28年度より景観形成重点地区の指定に向けた取組を始めており、令和元年度に都市

計画の変更案と併せて、西普天間住宅地区における景観形成基準案について御説明させていただいたところ

です。資料にありますが、その中でも県道の街区、また地区北側の琉球大学医学部のエントランス前の街区

につきましては、西普天間住宅地区の顔となる街区としてモデル街区と称しておりまして、ウオーカブルな

街づくりの実現、にぎわいと魅力ある景観づくりに取り組むということで、モデル街区独自の景観形成基準

を設定しております。 

 １ページの下のほうに景観形成基準の抜粋がありますが、景観形成基準のうち駐車場に関する基準、壁面

後退に関する基準、この２つについて今回陳情をいただいているものと承知しております。とりわけ駐車場

に関する基準につきましては、県道及び西普天間線に面する建物の前面に駐車場を設置しないという基準に

つきましては、これまでの地権者の方より様々な声をいただいたものと理解しております。最初にモデル街
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区の概要でございました。 

 続きまして、２ページ目をお開きいただけますでしょうか。２ページ目でございますが、タウンミーティ

ングの開催実績というものを示しております。３月の委員会におきましても御説明させていただきましたが、

モデル街区につきましては地権者との共同により良好な街づくりに取り組む必要があると認識しており、令

和２年よりタウンミーティングと称して、モデル街区の地権者を対象とした勉強会、ワークショップなどを

開催してまいりました。このタウンミーティングにおきましては、資料にお示ししているとおり、モデル街

区の土地利用についてのワークショップあるいは事例の紹介、その他土地の共同利用などについても勉強会

を行っており、こうしたワークショップでの取組、あるいはタウンミーティング以外に個別の説明会、個別

の意見交換を通じて、駐車場に関するルールについても御理解をいただきたく、合意形成に努めてまいりま

したが、やはり御不安、御懸念の声はあるというところはいただいており、事務局といたしましてもそこは

地権者の方の負担にならないように対策を講じる必要があると、このタウンミーティングを通じて認識して

いたところでございます。 

 そこで、事務局といたしましては、後ほど説明しますが、駐車場のルールに関する特例措置というものを

活用することで、建物前面への駐車場の設置も可能とする対策案を立案させております。この特例措置の活

用につきまして、この資料には掲載しておりませんが、令和５年１月、第８回タウンミーティングの前です

が、令和５年１月に景観審議会の皆様にも御説明して、特例措置を使うことについて合意をいただいた上で、

令和５年２月の第８回のタウンミーティングにおきまして地権者の皆様に説明させていただいております。

そこが赤枠で囲っているところでございます。そういう方たちで景観審議会の同意もいただいた上で、これ

を進めてまいりました。 

 続きまして、３ページでございます。３ページについては、ではどういった特例措置かというのを改めて

復習させていただきたいと思います。特例措置の概要ですが、少し繰り返しの説明になりますが、建物前面

に設置しないというルールにつきましては、宜野湾市景観計画に定める特例措置を柔軟に活用することで、

地権者の皆様の過度な負担にならないように配慮してまいりたいと考えております。真ん中に特例措置の概

要が書いてあります。こちら、現在の景観計画にも定められている措置です。効果的な工夫を行うことによ

り、全体として良好な景観形成できる場合や、周辺での良好な景観に影響がないと認められる場合は、特例

措置として景観形成基準によらないとすることができます。この特例措置は、例えば敷地の規模や形状、そ

の他事情により、部分的に景観形成基準への適合が困難になったり、その不適合による影響をほかの部分で

効果的な工夫でカバーするような場合に適用することが考えられますということでございます。 

 ちなみに駐車場を前面に配置しないという基準につきましては、この目的といたしましては、まちへ訪れ

る来訪者の方が沿道空間に滞留してにぎわいを創出すること、歩行者の安全性の確保、そういったものを目

的としております。こういった目的を踏まえつつも、建築計画において全体として良好な景観を形成できる

場合、あるいは駐車場の配置以外で効果的な工夫を行うことができれば、駐車場を前面に配置することが可

能になる特例措置を使うことで、そういったことで考えております。 

 この特例措置の活用の考え方につきましては、資料３ページ下にあるように、第８回目のタウンミーティ

ング、こちら２日に分けて開催しております。このタウンミーティングにおきましては、特例措置を認める

場合の条件について、そういったものについて御質疑いただきました。そのほか御意見いただきましたが、
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特例措置を活用することで建物前面に駐車場の設置が可能になることについては地権者の皆様からおおむね

御理解をいただけたものと認識しております。ただ、一方でいまだ御不安を抱えている地権者もいらっしゃ

ると認識しておりますので、事務局といたしましては引き続きタウンミーティングを通じて合意形成に努め

ていく必要があるということで認識しておりました。こちらが、特例措置の説明についてのところでござい

ます。この辺りについては、３月の議会におきましても少し説明させていただいていると思います。 

 続きまして、４ページ目、お開きいただけますでしょうか。４ページ目からはタウンミーティングの取組、

今年度に入っての取組を御説明させていただきます。今年度に入ってのタウンミーティングでございますが、

４ページの資料を表の赤枠で囲ってございますが、今年度におきましては本日に至るまで３回のタウンミー

ティングを実施しております。とりわけ５月に開催した第10回タウンミーティングにおきましては、建物前

面に駐車場を配置する場合、どのような景観形成、工夫が可能になるかといったことをテーマとして意見交

換しております。また、それ以降のタウンミーティングにおきましても、建物前面に駐車場を配置すること

も想定した上で、街づくりについて地権者の皆様と御議論をさせていただいております。 

 詳細については、５ページ目以降で説明させていただきます。５ページ目を御覧いただけますでしょうか。

５ページ目、こちらの図は５月に実施した第10回タウンミーティングで地権者の皆様にお示しして、意見交

換した資料の一部でございます。こちらの資料にある図に示したとおり、タウンミーティングでは駐車場の

配置パターンについて、複数案を提示しております。様々な街区が想定されると思いますが、土地の規模と

か考え方によってどういった駐車場の配置があるのかといったものを提示させていただいております。その

中で駐車場を前面に配置するにしても、良好な景観を形成する上でどのような取組が効果的なのか、あるい

は地権者の皆様がどのような取組が可能なのかということについて意見交換を行っております。 

効果的な工夫の一例といたしましては、例えば壁面後退部分には駐車ますを設置しないこと、あるいは前

面全てを駐車場とするのではなく、エントランス空間、一定の部分を設けたりすること。あるいは、建物前

面に駐車場を配置する場合でも、できるだけ前面道路に近づけて配置すると、そういった考え方があるので

はないかといったことについて御提案させていただき、地権者の皆様の意見もいただいたところです。こち

らに書いてあるものは基準として設けるものではございません。あくまでも今後街づくりを進めていく上で

地権者の皆様、どういった形で良好な景観形成をできるかといったところを進めていくという意味での方針、

あるいは考え方になっています。やはり街づくりというのは地権者の発意、地権者の意思に基づいてできる

ところも必要だと考えていますので、そういった形で駐車場を前に止めるにしてもどのような取組ができる

のか、そういったものを今年度のタウンミーティングからは検討させていただいております。 

 続きまして、６ページ目でございます。６ページにおきましても同様の図になっていますが、例えば駐車

場の配置のみならず、６月に開催したタウンミーティングでは建物前面の景観形成について、例えば駐車場

を前に配置するにしても建物前面、どういった景観形成ができるのかといったことについて意見交換させて

いただいております。また、９月のタウンミーティング、実は今週月曜日に開催しておりますが、そのとき

に緑化の考え方、そういったものについて意見交換させていただいていまして、専門家をお招きして緑化に

ついての考え方などを地権者の皆様と御議論させていただいております。こういった形で、今年度の取組と

いうのは必ずしも景観形成基準だけではなくて、今後街づくりを進めていく上で地権者の皆様と、どういっ

た形でどのような街づくりができるのかといった視点で意見交換させていただいているところです。そうい
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った形で今タウンミーティングを進めております。 

 最後になりますが、ちょっと繰り返しになりますが、建物の前面に駐車場を設置しないという部分につき

ましては、特例措置を活用することで柔軟に対応可能であること。つまり建物前面に駐車場を配置すること

も可能になるということは、地権者の皆様にも少しずつ浸透していっていると我々は認識しております。一

方で御意見いただくのは、特別措置の適用に当たり、例えば敷地の面積ですとか間口の希望、長さの目安と

なる基準が必要ではないのかといった御意見もいただいております。一方で、事務局といたしましては、数

値基準を設けることなので、やはり特例措置を活用できない土地も想定されるのではないかということで考

えています。なので、敷地の規模のみならず、敷地の形状、建物の用途とか、そういった土地の活用、建物

の利活用も含めて様々なケースを想定して、柔軟に対応していくことを想定しております。そういった形で

定量的な数値基準を設けることなく、個々の案件に対して協議、調整を行うことで特別措置を活用できない

かと考えているところでございます。こういった形で、事務局としては考えているところです。長くなりま

したが、説明は以上でございます。 

〇知名康司 委員長 ありがとうございました。説明ございましたけれども、それに対して委員の皆様から質

疑を受けたいと思います。又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 このタウンミーティングというのはいつまでを予定しています。いつまでを予定していて、

あと何回やる予定なのか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 このタウンミーティングにつきましては、政策事業といたしましては今年度までの

事業になっておりまして、予定としましてはコンサルさんとの委託契約になっていますが、あと１回程度を

予定していますが、ただ状況を見て１回に限らず、今年度あと２回、あるいは３回できないかというところ

も今検討しているところであることが一つ。あと、次年度以降の取組につきましては、政策事業としては今

年度で完了するので、委託事業としてはございませんが、やはり事務局当局といたしまして地権者とのコミ

ュニケーションというのは重要であると考えていますので、こちら区画整理を担当している市街地整備課と

連携して、次年度以降もどういった形で取組ができるのかというところを今検討しているところでございま

す。 

〇知名康司 委員長 又吉亮委員。 

〇又吉亮 委員 では、予定として今年度いっぱいのあと１回から２回、コンサルを交えてのタウンミーティ

ングというのは限られているのですけれども、今後もタウンミーティングを経て合意形成に努めますとなっ

ているので、例えばあと１回、２回の今年度内のもので、まだ理解が得られないという特例措置という部分

で理解が得られない場合というのは、その後次年度以降の市街地整備課と一緒になってやる意見交換になる

のですかね、そういった中でそれも合意形成に努めていくというふうに理解してよろしいでしょうか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。当然タウンミーティングをこれまで令和２年度から継

続しているので、今年度で終わりということではなくて、次年度以降も継続していきたいと考えていますが、

そのときにもやはり合意形成というところもありますが、どういった形で街づくりができるのかというとこ

ろを意見交換できればと思っています。今日お示しした最後の駐車場の図面とか、そういったものはいろい
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ろルール的なところを書いていますが、それはルールとして定めるのではなくて、地権者と御理解の上で、

地権者発意でできることはないかということで、そういったものができればと考えておりますので、やはり

街づくりは継続だと考えていますので、そこも含めて取り組んでまいりたいと考えております。 

〇知名康司 委員長 ほかに。宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 よろしくお願いします。最初の資料を頂いた地図で、青い部分を今回モデル街区というこ

とで説明いただいたのですけれども、この距離感というか、幅が分からないのですけれども、基本的に地権

者の皆さんはその後の５ページで教えていただいたように、道路と裏側の道路というのですか、まで連続し

た土地をお持ちなのですか。例えば途中までしか持っていない方はいらっしゃいますか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。今の御質疑につきましては、特に県道側につきまして

は大半が県道に面していて、その後ろ側は区画道路に面している土地が大半でございます。ただ、一方で若

干ですが、土地が前後にありまして、後ろの道路に面していない土地、あるいは県道に面していない土地と

いうのも若干ございます。そういった土地は当然やはり駐車場のルールについては厳しいので、そこは対象

外として考えております。あと、琉大前につきましても、基本的に前面に西普天間線という20メートルの道

路と、あと後ろの道路に接する土地が多いですが、ただ一方で一部につきましては後ろの道路が歩行者専用

道路になっているところがあって、この地図でいうとこの右側、ちょっと後ろの線が緑色になっているとこ

ろがあると思いますが、こちらについては車道ではなくて歩行者専用道路になるので、こちらもこのルール

は対象外という形になっています。なので、もともと基準としていた建物前面に駐車場を設置しないという

のは、前面と背面に接している土地を対象とした部分になっているということでございます。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。今おっしゃったのを併せて考えると、ここに当てはまらないとき

は例外というか、措置が適用できるのかなというふうに理解しています。 

 ちょっと気にしているのは、以前御説明いただいたときに、こちらで説明していただいているように、当

時は８回ぐらいまでタウンミーティングしていますよというのを御説明いただいて、そういった中で特例措

置に関してもミーティング参加者とお話しして、駐車場の件も柔軟に対応していくということを御説明受け

て、タウンミーティングでは参加者と合意ということではないとしても、理解を得られているように伺って

いて、いい方向に進んでいるなというふうに思っていたのです。その次の議会で陳情者がいらしてお話を伺

うと、ちょっと陳情者側の理解とは違っていたのかなというふうに思って、その後にそういうコミュニケー

ションをしっかり取られているというふうに見ているのですけれども、本当にそこの溝が埋まってきている

のかなというのを一番懸念しているのです。なので、何が聞きたいかというと、このワークショップ、タウ

ンミーティングには、陳情者の情報というのは皆さんお持ちだと思うのですけれども、参加されて、そうい

った話というのも、前回６月議会以降、会話する場はありましたか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。今回の陳情を出された方につきましても、今年度に入

ってのタウンミーティングには全てではないのですが、やはりどうしても御都合のつかない場合は御欠席さ

れることもあるのですが、出席いただいておりまして、去る月曜日のタウンミーティングにも出席していら
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っしゃいました。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。もちろん会ごとにいろんなテーマがあるとは思うのですけれども、

今御説明いただいているような話、駐車場の特例措置だったりとか、要は陳情者が要望していることに関し

てのコミュニケーションというのはその中で取られて、よりこれまでより理解が深まっている状況だという

理解をしても大丈夫ですか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。今年度に入ってのタウンミーティングの中で、当然や

はり我々としても丁寧に説明させていただいたと認識しておりまして、御理解は深まっていると思っていま

す。ただ、地権者は40名余りいまして、一部では少しまだ、先ほど申しましたように、特例措置を使うにし

ても基準が必要ではないのかなとか、そういった御意見もあったりもします。なので、100％と言われるとな

かなかそこは100％とは言い難いところはあるのですが、私２月に特例措置の説明をして以降、御理解いただ

いている地権者は増えているのかなと思っております。 

〇知名康司 委員長 宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 ありがとうございます。難しいところではあるのかなというふうには思っています。 

 ちょっと別の観点で１つだけお伺いします。特例措置はあくまで特例措置だと思っていて、本来街づくり

のイメージというか、もともと持っていらっしゃったイメージ図という部分が、この特例措置によって物す

ごく変わってしまうとかというのはないように特例措置されますよね。そこがぶれてしまうと、そもそもの

コンセプトが変わってしまったらおかしな話になろうかと思うので、その辺りはしっかり考慮した上でコミ

ュニケーションを取って、特例措置を適用していくという理解でいいですか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。まず、この駐車場のルールにつきましては、やはり目

的としては人が滞留しやすいことでにぎわいのある空間を形成したり、快適な歩行空間とか、そういったも

のを形成するということが目的になっていますので、駐車場を前面に配置しないことが目的ではないので、

そこはやはりしっかり地権者の方に御理解いただいた上で説明させていただいています。必ずしも駐車場が

建物の前にあっても、どういった形でにぎわいをつくれるのか、そういった観点も含めてタウンミーティン

グはさせていただいているという認識で進めております。 

 どうしても沖縄県だとやはり車社会ということで、歩く人は少ないのではないかという御意見はたくさん

いただいておりまして、そういうことも私たちも十分承知しております。一方で、琉球大学医学部が来ると

いうことで、かなりの人がこちらに訪れるということも考えますと、当然車で利用される方も大事にする一

方で、歩いて快適な環境をつくっていくということも大事ではないかということで、そういった形で地権者

の方とタウンミーティングの中で勉強会をさせていただいているところでございます。 

          （委員長、副委員長と交代） 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 前回の陳情を受けて説明があったことも分かるのですけれども、今回それを受けて特例措

置というのを活用して、柔軟に対応しているというのは分かるのですけれども、特例措置自体はどの範囲ま
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で対応できるのか。法律的なものだから、ある程度の制限は後ろの図面というか、地図からすれば、これ駐

車場を前面に配置されている場所もあるのですけれども、ない場所もあって、どこまでが特例措置活用でき

るのかどうか。これは答えられれば。 

〇宮城政司 副委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。今回どこまでの範囲で特例措置を活用できるのかとい

うことですが、やはり先ほどの繰り返しになりますが、土地の大きさとか間口の規模とか、そういったとこ

ろはありますが、我々といたしましては基本的には全ての土地について相談は受けるべきものだと考えてお

ります。やはりどうしても何らかの基準を受け入れてしまうと、逆に不公平感が生まれてくる可能性もある

のではないかということで考えているのが一つ。やはり目的といたしましては、駐車場を配置ではなくて、

やはり快適な街づくり、良好な景観形成というところもございますので、ここは柔軟に対応させていただき

たいということで考えておりますので、具体的にこの範囲だと、この土地は大きいから特例措置使えません

とか、そういったことではなくて、まずは建築計画と、設計士さんにお願いされると思うのですが、そうい

ったところをどういった計画なのかというのをしっかり景観協議というものがございますので、その中で協

議して調整していきたいと考えております。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 この図面を見本にして、建物自体が、真ん中の建物は前面のほうに出て、駐車場はないで

す。この建物を例えば地権者が面積を小さくして、建物自体を小さくして前面に造るとなると、これは可能

ということで考えていいのですか。 

〇宮城政司 副委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 当然そういったことも可能になると考えています。特例措置の考え方としては、例

えば基準にはよらないとしても、つまり駐車場の基準は適合しなくても、ほかの部分でカバーすることによ

り、あるいは良好な景観を形成できる場合には認めていきましょうということですので、そういったところ

を協議していくという形になります。その中でどういった形で工夫ができるのかとか、そういったところを

しっかり協議してやっていきたいと考えております。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 これと関連をするのかどうか、ちょっと分かりませんけれども、駐車場がいつもストップ

するようなことを聞いてはいるのですけれども、琉大の敷地というか、駐車場を利用できないかどうかも話

があったのです。どうしても駐車場が少ないものですから、向こう側。普天間地域含め。それはいかがなも

のかなということで。 

〇宮城政司 副委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 お答えいたします。琉球大学敷地内の駐車場につきましては、琉球大学施設の利用

ということで共同利用といったものも含めて、昨年の８月ですか、琉球大学と市で覚書を締結しているもの

と認識しております。これは担当部が産業政策課になりますので、ちょっと詳細は私たちお答えできないの

ですが、この覚書を踏まえて、今後もそういった諸条件というものを協議していくと伺っております。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 将来的に利用も可能になる場合もあると。 
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〇宮城政司 副委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 そういったことも含めて覚書を締結しているものと認識していますので、そこは。

ただ、詳細はこれからの協議であるというふうに伺っております。 

〇宮城政司 副委員長 知名康司委員。 

〇知名康司 委員 前回に比べてかなり特例措置でもって幅広くというか、地権者の立場に立ってやっている

なというのが理解できますので、また今後もいいような形で進めていけたらいいなと思います。以上です。 

          （副委員長、委員長と交代） 

〇知名康司 委員長 ほかに。嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 この絵で一番最後のページで気になるところがあるのですけれども、歩道5.5メートルと

書いてあるのですが、これ現在の歩道が5.5メートルということですか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 お答えいたします。こちらにつきましては、車道、西普天間線と書いてあるのです

が、琉球大学前の街区をイメージしています。現在工事中でございますが、あそこの都市計画道路、歩道が

5.5メートルの予定になっていますので、それを想定して5.5メートルと書いてあります。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 セットバックを２メートルやると7.5メートルが歩道っぽくなるわけなのですけれども、

7.5メートルといったら、この部屋より横幅がもうちょっとある、この部屋ぐらいになるのですけれども、こ

んなに広くて、歩く人がいるのかなというのは思っているのですけれども。７メートルというと、車道でい

うと大体車道が３メートルぐらいなので、それが２本分くらいよりも大きくなる。そんな大きいところをそ

んなに人がいっぱい歩くのかなというのが気になったのですけれども、その辺はいかがですか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。先ほどのちょっと繰り返しの答弁になりますが、やは

り沖縄の車社会ということで、なかなかまちを歩かない方が多いというところは聞いています。ただ、こち

ら琉球大学前ということで加味しますと、まずすぐ近くに琉球大学医学部ができるというところが一つのポ

イントになるかなと思っております。また、この西普天間線につきましても道路の設計等を進めていく中で、

緑をできるだけ愛するようなイメージになっていますので、緑陰とかもできると思いますので、そういった

形でできるだけ歩きやすいような環境はつくっていきたいというふうに考えております。なので、今果たし

てどれだけの人が歩くのかと言われると、なかなかお答えづらいところはあるのですが、ほかの地域と違う

のは目の前に大学が来るというところは大きいのかなと認識しております。 

〇知名康司 委員長 嶺井拓磨委員。 

〇嶺井拓磨 委員 分かりました。想像ができないということ、想定ができないので、一概にはお答えするこ

とは難しいと思うのですけれども、大体7.5メートルというと本当にかなり広くて、道ジュネ―も半分ででき

るぐらいのレベルにはなるので、ちょっと大き過ぎて、正直なところで言うと、多分そこまで人数、７メー

ターという人数だとデモをするときくらいの人数になれば、多分横幅はそのくらいになると思うのですけれ

ども、あまりそこまで大きくする、おっしゃることも分かるのですけれども、ちょっと大きくし過ぎて、最

悪の場合、意外と歩いていなかったよねということも考えていただければなと思いますので、これは別に答
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弁は求めないので、以上です。 

〇知名康司 委員長 ほかに。濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 このタウンミーティングの第８回から駐車場の部分は特例措置ということで、前面に駐車

場をやってもいいという形なのだけれども、結局、国道から入って、駐車場停めた場合に、ちょっとの接触

というか、人身事故の件は、そういうのは話合いとか、そういうのはどのように考えているか。この場であ

れしたら結局人身の、懸念、心配なのですが、その辺はどういうふうに考えているか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。我々タウンミーティングは景観形成というところを目

的としている中で、やはり当然駐車場を歩道も近いと少し歩行者も心配というところはあると思います。そ

ういった中で、この２メートルのセットバックというところもあるのですけれども、歩道ぎりぎりに駐車場

を設置しないというところは、歩行者の方の安全性とか、そういったものも多少は考慮されるのではないか

と考えております。 

〇知名康司 委員長 濱元朝晴委員。 

〇濱元朝晴 委員 今テレビとか新聞等では、高齢者がふだんの、突っ込んだりする事故とかそういうものが

多いもので、その辺しっかりと行政のほうも考えながら、これが反対とかではなくて、対策を十分にとって

もらいたいということで質疑していますので、よろしくお願いします。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 よろしくお願いします。３点お伺いしたくて、特例措置を設けるに当たって、６ページの話

なのですけれども、緑化等設けるということで 相談の対応があるのかなということで認識しているのです

が、緑化以外、先ほどちょっとおっしゃっていた緑化以外にも特例措置の基準というのがあるとおっしゃら

れたんですけど。どういうのがあるか、教えていただきたい。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 お答えいたします。特例措置というのは、ほかの部分、駐車場のルール以外でもほ

かの部分でも工夫をすることというところでございますので、例えば緑化に、すみません。私の説明が少し

不足していたのかもしれないのですけれども、緑化というのはその一つの考え方としてあると思います。そ

れ以外にも当然いろいろあると思っていまして、そこはやはり設計士さんとの調整になると思うのですけれ

ども、例えば看板を目立たなくするとか、あるいはお隣の建物とちょっとデザイン的にそろえるとか、地権

者同士。そういった様々な工夫があると思っていまして、なのでそういったところも考えますと、この街区

として地権者同士で街づくりを考える機会が必要ではないかということも含めて、タウンミーティングとい

うのをやっています。なので、特定措置を認める場合のその他工夫というのは、やはり様々なアイデアがあ

ると思っていまして、そこは我々もこれでないと駄目というのはあまり明確に決めることなく、柔軟に対応

していきたいという意味で、柔軟に対応していきたいというところを御説明させていただいております。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 ありがとうございます。駐車場の観点が大きく懸念されるところなので、利便性の話ですの

で、駐車場を造ってもいいという特例をした際に、これは地権者はお願い、申請するようなスタンスで当局

と相談をする、持ちかける形になるのですか、実際に開発が始まったとき。あと、この申請に関わる、駐車
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場を造っていいですよとなったときには、何か申請料金というのもまた出てくるものなのですか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 御質疑にお答えいたします。まず、景観計画が定まって景観形成基準が確定します

と、まず建築行為をするに当たって届出をしないといけないということになります。この届出自体には申請

料は必要ございませんが、届出の前に、今もやっているのですが、例えば今宜野湾市内だと高さが13メート

ル以上、あるいは延べ床面積500平米以上の建物を建築する場合は、景観条例に基づき届出が必要になります。

そのときに事前協議というものをさせていただいています。事前協議は、地権者の方が直接やるのではなく

て、やはり設計士さんに依頼してやるので、設計士さんとの調整になってきます。なので、地権者の方が依

頼した設計士さん、あるいは不動産屋さんと調整する形になります。なので、この事前協議のときに建築計

画を御提示いただいて、御説明いただいて、その上で景観協議というのをやっていくというような形になり

ます。例えば駐車場を建物の前面に配置するプランであっても、ではどういったところで工夫されているの

ですかというところを景観協議の中で確認していくという考え方になっています。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 では、地権者が関わっている設計士さんの計画に基づいた設計に駐車場が入っているのであ

れば、それを申請するに際しての申請料とかは発生しないということで。ありがとうございます。 

 最後、これはある一方の意見ではあるのですが、土地の中で例えばなのですけれども、駐車場の話が結構

あるものですから、懸念として。建物を建てずに駐車場だけの目的で土地を使うという考えというのは。こ

れはありなのでしょうか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 お答えいたします。やはり土地活用というのは地権者の土地活用になりますので、

やはり土地全てを駐車場にするというところは、我々としては規制はできないと考えていますので、そうい

う可能性は否定できないかと思います。 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 景観条例できれいな建物が並んでいて、一部だけぽっかり、ここ一スペースは駐車場になっ

て何もないという状態でも問題ないということでいいのですか。 

〇知名康司 委員長 都市計画課担当技幹。 

〇都市計画課担当技幹 お答えいたします。やはりこの景観届出というのは建築行為に対しての基準になっ

てくるので、あるいは開発行為とかでいいますと、あと街区、例えば土地を造成したりとか、あるいは工作

物を立てたりとか、そういったときに届出の義務が生じるので、駐車場だけで使うといった場合、なかなか

届出の義務が生じないので、景観条例でそこを規制するというのはどうしてもできないと考えております。

なので、委員御指摘のとおり、そういう可能性は否定できないのですが、我々タウンミーティングというの

はそういった街づくり全体も含めて、琉球大学側とその周辺のまちをどうしていこうかというところも含め

てさせていただいているので、できればそういうのは避けていただきたいなというのは思いではございます

が、実際それをこちらから規制するというのは正直できないかと考えております。 

〇知名康司 委員長 ほかに。なければ進行でいいですか。 

          （「進行」という者あり） 
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〇知名康司 委員長 それでは、審査中の陳情第13号、14号については、質疑の段階で継続審査にしておきた

いと思います。これに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時４４分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時４９分） 

 

【議題】 

 認定第３号 令和４年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 認定第４号 令和４年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 認定第７号 令和４年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

〇知名康司 委員長 次に、認定第３号 令和４年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、認定第４号 令和４年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、認定第７号 令和４年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、以上３件を一括して議題といたします。 

 本件に対する質疑を許します。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時４９分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時５１分） 

 

〇知名康司 委員長 審査中の認定第３号、認定第４号、認定第７号については、質疑の段階で継続審査にし

ておきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

【議題】 

 議案第５０号 令和５年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第５１号 令和５年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第５４号 令和５年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

〇知名康司 委員長 では、このまま進めます。 

 次に、継続審査となっております議案第50号 令和５年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特

別会計補正予算（第１号）、議案第51号 令和５年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号）、議案第54号 令和５年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計
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補正予算（第１号）、以上３件を一括して議題といたします。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時５２分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時５３分） 

 

〇知名康司 委員長 お諮りいたします。本３件に対する質疑を終結し、討論を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、質疑を終結し、討論を省略いたします。 

 これより議案第50号を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第51号を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第54号を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

【議題】 

 議案第５７号 宜野湾市建築基準法施行条例の一部を改正する条例について 

〇知名康司 委員長 次に、継続審査となっております議案第57号 宜野湾市建築基準法施行条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時５４分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時５４分） 

 

〇知名康司 委員長 お諮りいたします。本件に対する質疑を終結し、討論を省略いたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、質疑を終結し、討論を省略いたします。 

 これより議案第57号を採決いたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

【議題】 

 議案第５９号 令和５年度西普天間住宅地区区画道路築造工事（１工区）請負契約について 

 議案第６２号 宜野湾市西普天間住宅地区区画道路の電線共同溝工事の委託に関する令和５年度協定の締
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結について 

 議案第６５号 宜野湾市立体育館改修工事（建築）請負契約について 

 議案第６６号 宜野湾市立体育館改修工事（機械）請負契約について 

〇知名康司 委員長 次に、継続審査となっております議案第59号 令和５年度西普天間住宅地区区画道路築

造工事（１工区）請負契約について、議案第62号 宜野湾市西普天間住宅地区区画道路の電線共同溝工事の

委託に関する令和５年度協定の締結について、議案第65号 宜野湾市立体育館改修工事（建築）請負契約に

ついて、議案第66号 宜野湾市立体育館改修工事（機械）請負契約についてを議題といたします。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時５５分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時５６分） 

 

〇知名康司 委員長 お諮りいたします。本件に対する質疑を終結し、討論を省略いたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、質疑を終結し、討論を省略いたします。 

 これより議案第59号を採決いたします。本件は同意することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意されました。 

 これより議案第62号を採決いたします。本件は同意することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意されました。 

 これより議案第65号を採決いたします。本件は同意することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意されました。 

 これより議案第66号を採決いたします。本件は同意することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意されました。 

【議題】 

 議案第６３号 令和４年度宜野湾市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 議案第６４号 令和４年度宜野湾市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

〇知名康司 委員長 次に、継続審査となっております議案第63号 令和４年度宜野湾市水道事業会計剰余金

の処分及び決算の認定について、議案第64号 令和４年度宜野湾市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の

認定について、以上２件を一括して議題といたします。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時５８分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時５８分） 
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〇知名康司 委員長 お諮りいたします。本件に対する質疑を終結し、討論を省略いたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、質疑を終結し、討論を省略いたします。 

 これより議案第63号を採決いたします。本件は原案のとおり可決及び認定すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決及び認定されました。 

 これより議案第64号を採決いたします。本件は原案のとおり可決及び認定すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は可決及び認定されました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１０時５９分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１０時５９分） 

 

【議題】 

 認定第３号 令和４年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 認定第４号 令和４年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 認定第７号 令和４年度宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

〇知名康司 委員長 次に、継続審査となっております認定第３号 令和４年度宜野湾都市計画宇地泊第二土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第４号 令和４年度宜野湾都市計画佐真下第二

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第７号 令和４年度宜野湾都市計画西普天間

住宅地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上３件を一括して議題といたします。 

 お諮りいたします。本３件については、今定例会で結論を出すのは困難であり、なお慎重に審査する必要

がありますので、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１１時００分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１１時５２分） 
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【議題】 

 陳情第９号 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施延期を求める陳情 

〇知名康司 委員長 次に、継続審査となっております陳情第９号 インボイス制度(適格請求書等保存方式)

の実施延期を求める陳情を議題といたします。 

 審査期限延期についてお諮りいたします。本件については、９月15日までに審査が終わるよう期限が付さ

れておりますが、本件についてはなお慎重に審査する必要から、９月26日までに審査期限を延長するよう議

長に要求したいと思います。これに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午前１１時５３分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午前１１時５３分） 

 

【議題】 

 陳情第１０号 有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）汚染から県民の健康と生命を守る陳情 

 陳情第１３号 西普天間地区モデル街区土地利用についての陳情 

 陳情第１４号 西普天間地区の区画整理事業モデル街区に関する陳情 

 陳情第１９号 「女性の人材育成」並びに「環境」についての陳情 

〇知名康司 委員長 次に、継続審査となっております陳情第10号 有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）汚染から

県民の健康と生命を守る陳情、陳情第13号 西普天間地区モデル街区土地利用についての陳情、陳情第14号

 西普天間地区の区画整理事業モデル街区に関する陳情、陳情第19号 「女性の人材育成」並びに「環境」

についての陳情、以上４件を一括して議題といたします。 

 お諮りいたします。本４件については、本定例会で結論を出すのは困難であり、なお慎重に審査する必要

がありますので、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 以上をもちまして、本日の委員会を散会いたします。御苦労さまでございました。 

（散会時刻 午前１１時５４分） 
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経済建設常任委員会会議録 

 

○開催年月日  令和５年９月２２日（金） ４日目 

午後 ４時１５分 開議 

午前 ４時２２分 閉会 

○場   所    第２常任委員会室 

 

○出席委員（７名）  

委員 長 知 名 康 司  副委員長 宮 城 政 司 

委  員 濱 元 朝 晴  委  員 又 吉  亮 

委  員 下 地  崇  委  員 宮 城  優 

委  員 嶺 井 拓 磨    

 

○欠席委員（０名） 

○説明員（０名） 

○参考人（０名） 

 

○議会事務局職員出席者 

主 事 又 吉 竜 希 
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○本日の委員会に付した事件及びその審査順序 

（１）陳情第 ９号 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施延期を求める陳情 
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第４５２回宜野湾市議会定例会（経済建設常任委員会） 

 

令和５年９月２２日（金）第４日目 

 

〇知名康司 委員長 ただいまから経済建設常任委員会の第４日目の会議を開きます。 

 これより議事に入ります。 

（開議時刻 午後４時１５分） 

【議題】 

 陳情第９号 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施延期を求める陳情 

〇知名康司 委員長 継続審査となっております陳情第９号 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の実

施延期を求める陳情を議題といたします。 

 お諮りいたします。本件については質疑を終結し、討論を省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

          （「異議あり」という者あり） 

〇知名康司 委員長 下地崇委員。 

〇下地崇 委員 本件につきまして、今定例会で結論を出すのは困難と見ております。また、閉会中の継続審

査を求める動議を提出したいと思います。 

〇知名康司 委員長 ただいま下地崇委員から、陳情第９号については閉会中の継続審査とされたいとの動議

が出されました。 

 これより本件に対する討論を許します。まず、反対の討論を許します。宮城政司委員。 

〇宮城政司 委員 陳情第９号 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施延期を求める陳情に対する

審議延長に対する動議に反対の立場で討論します。 

 本陳情は、令和４年11月18日に事務局に受け付けられて、令和４年の12月議会の経済建設常任委員会で審

議が開始されました。その後、３月議会、６月議会、本９月議会と、およそ１年の期間、十分な審議期間が

あったのではないかと思います。そして、その間当局からの説明であったり、そして陳情者を招き、意見聴

取も行いました。この中、インボイス制度は令和５年10月、つまり来月には施行を実施予定となっておりま

す。本陳情の趣旨である制度実施の延期を求める意見書を提出するには、制度が実施される前でなければ意

味がないと理解します。延長して審議をすることで、本陳情が死文化、文章が死ぬと書いて死文化されてし

まうと思います。陳情の内容に時限的な制約のある趣旨を理解するなら、可決であれ、否決であれ、その時

期を踏まえた審議結果を出すのが陳情者だったり、市民への誠意ある対応と考えます。本陳情の審議を延長

することは、審議を拒否するのに等しいのではないかという懸念を持っています。 

 また、制度の内容が複雑で、審議結果を出すのに時間が必要という声もあったと思っています。審議に時

間を要するほど理解が難しい内容の制度というふうに考えたとき、審議の延長が必要であれば、制度の実行

も延長してしかるべきではないでしょうか。こういったことを考えていくと、今議会で採決するのは最後の

機会となるため、本陳情を採決することを要望し、動議反対の討論とさせていただきます。委員の皆様の賢
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明な御判断を要望し、討論を終了させていただきます。よろしくお願いします。以上です。 

〇知名康司 委員長 次に、賛成の討論を許します。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 次に、反対の討論を許します。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 次に、賛成の討論を許します。 

          （「進行」という者あり） 

〇知名康司 委員長 それでは、討論も尽きたようでありますので、討論を終わり、評決に移りたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」という者あり） 

〇知名康司 委員長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

 

〇知名康司 委員長 休憩いたします。（午後４時２０分） 

〇知名康司 委員長 再開いたします。（午後４時２１分） 

 

〇知名康司 委員長 お諮りいたします。陳情第９号については、ただいまの動議のとおり決することに賛成

の議員の挙手を求めます。 

          （挙手多数） 

〇知名康司 委員長 賛成多数であります。よって、本件は閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件の審査は全部終了いたしました。よって、本委員会を

閉会いたします。御苦労さまでございました。 

（閉会時刻 午後４時２２分） 


